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本市では，国や北海道を先行する高齢化の進行により，生活習慣の積み重ねで発症
する「がん」や「循環器病」などの生活習慣病が増加していくものと考えられます。
生活習慣病の発症や進行には，喫煙・食生活・運動などの生活習慣が深く関わってい
ることから，生活習慣の見直しや改善に取り組み，疾病の発症を予防する「一次予防」
を中心とした健康づくりを進めるため，平成 14 年度に「健康日本２１旭川計画」を策
定し，取組を進めてきました。

その後，平成 25 年３月には，第２次健康日本２１旭川計画を策定し，健康を基盤と
した生活の質の向上を目指し，健康づくりに関する施策を推進してきましたが，近年
では，少子高齢化の進展による人口構造の変化や女性の社会参画，育児や介護と仕事
の両立など社会の変化や働き方の多様化が進んでいます。さらに，デジタル技術の発
展に伴う DX（デジタルトランスフォーメーション）の加速などに加え，新型コロナウ
イルス感染症による新しい生活様式への対応等，ライフスタイルや価値観も大きく変
わりました。

また，平成 27 年には国連総会で持続可能な開発目標（Sustainable Development
Goals：SDGｓ）が採択され，令和 12 年まで の世界共通の目標として 17 の 目標が設
定されました。保健分野においては，「すべての人に健康と福祉を」が目標として設定
され，国際社会においても，誰もが健康で幸せな生活を送れるよう健康的な生活の確
保に向けた取組が推進されているところです。

こうした時代の変化に対応し，個人の特性をより重視した健康づくりを支援すると
ともに，令和４年度に実施した第２次健康日本２１旭川計画総合評価の結果及び国か
ら新たに示された「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」を
踏まえ，令和６年度を始期とする第３次健康日本２１旭川計画を策定します。

健康増進法 （平成 14 年 法律第 103 号 ）第８ 条第２ 項の規定に 基づく市 町村健康 増
進計画であり，第８次旭川市総合計画（平成 28 年度～令和９年度）の個別計画の一つ
として，スマートウエルネスあさひかわプランのほか食育推進計画やスポーツ推進計
画，自殺対策推進計画等の市民の健康に関連する本市の各計画と整合性や調和を図り
ながら計画を推進します。

第１章 計画の策定に当たって

１ 計画策定の趣旨

２ 計画の位置付け
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健康日本 21 旭川計画の位置付け

本計画と関連計画の計画期間

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2035

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和17年度
～

健康日本２１
旭川計画

前計画の評価
次期計画策定

まちづくり

健幸づくり

生活習慣病

高齢者
(介護予防）

子ども

食育

こころ

障がい

地域福祉

スポーツ

教育

旭
川
市

■第８次旭川市総合計画（H28～R9年度）

■旭川市社会教育基本計画（H28～R9年度）

■旭川市子ども・子育てプラン

（第２期：R2～R6年度）

■旭川市スポーツ推進計画

（R5～R9年度）

■第４次旭川市食育推進計画（R5～R9年度）

■第７期旭川市障がい福祉計画・

　　第３期旭川市障がい児福祉計画　（R6～R8年度）

■（仮称）第３次健康日本２１旭川計画 (R6～R17年度)

■旭川市高齢者保健福祉計画・  

  介護保険事業計画
   （第９期:R6～R8年度）                                                                                                                                                                                                    

■旭川市学校教育基本計画（第2期：H31～R9年度）

■旭川市国民健康保険保健事業実施計画

　（R6～R11年度）                                                                                                                                                                        

■旭川市自殺対策推進計画（R6～R11年度）

■第5期旭川市地域福祉計画

（R6～R11年度）

■前計画

■前計画

■前計画

■前計画

■前計画

■前計画

■スマートウエルネスあさひかわプラン

　（R5～R7年度）                                                                                                                                                                        
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基本理念は，先に策定した健幸 ※ 1 づくりに関するアクションプランである「スマー
トウエルネスあさひかわプラン」と本計画は整合性を図ることとし，「誰もが健やかに
生き生きと暮らし 幸せを感じることができるまち」とします。

計画期間は，健康づくりと関連が深い医療や介護等と連携しながら，施策を効果的
に 進 め て い く た め ， 医 療 や 介 護 等 の 計 画 の 見 直 し 時 期 と 一 致 す る よ う ， 令 和 ６ 年 度
（2024 年）から令和 17 年度（2035 年）までの 12 年間とします。中間年である令和
11 年度には，中間評価を行い，必要に応じて計画の見直しを行います。

前計画に引き続き，全ての市民が生涯を通じて健やかで心豊かな生活が送れるよう，
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間（健康寿命）の延伸を
目指し，平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加を成果指標とします。

平均寿命と健康寿命の推移（男性）

３ 基本理念

４ 計画期間

５ 計画の目標

※ １ 健 幸 （ け ん こ う ） と は ， ス マ ー ト ウ エ ル ネ ス あ さ ひ か わ プラ ン に お い て 「 健 や か で 幸 せ
な 生 活 ＝ 健 幸 」 と 定 義 し て い ま す 。

誰もが健やかに生き生きと暮らし 幸せを感じることができるまち

80.70 80.73 80.45 80.62 80.95
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健 康 寿 命 の 延 伸

（年 ）
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○ 健 康 寿 命 に お け る 将 来 予 測 と 生 活 習 慣 病 対 策 の 費 用 対 効 果 に 関 す る 研 究 班 （ H24 厚 生 労 働 科 学
研 究 費 補 助 金 に よ る 研 究 事 業 ） が 示 す 「 健 康 寿 命 の 算 定 方 法 の 指 針 」 で 定 め る 算 定 方 法 に 基 づ き ，
厚 生 労 働 科 学 研 究 班 に よ る 「 健 康 寿 命 算 定 プロ グラ ム 」 を 用 い て 算 出

平均寿命と健康寿命の推移（女性）

n 健康寿命の算定方法

国から示されている算定方法は３種類あります。

１ 国民生活基礎調査のデータを使用した【日常生活に制限のない期間の平均】

２ 国民生活基礎調査のデータを使用した【自分が健康であると自覚している期間の平均】

３ 介護保険の要介護認定者のデータを使用した【日常生活動作が自立している期間の平均】

「 健 康 で あ る 期 間 」 の 考 え 方

国 や 都 道 府 県 ごと の 健 康 寿 命 は ， 算 定 方 法 １ と ２ を 指 標 と し て 算 出 さ れ て お り ， 回
答 者 の 主 観 （ 自 己 申 告 ） が 反 映 さ れ る 傾 向 が あ り ま す 。 ま た ， 算 出 年 が 限 定 さ れ て お
り ， 毎 年 算 出 す る こ と は で き ま せ ん 。

本 市 は ，算定方法３を用いて算出し て お り ， 客 観 性 が 高 い 指 標 で あ る 一 方 ， 算 定 方
法 １ と ２ を 用 い た 健 康 寿 命 と は 意 味 合 い が 違 う た め ， 単 純 に 比 較 す る こ と は で き ま せ
ん 。

な お ， 国 や 北 海 道 等 と 比 較 す る こ と が 可 能 な も の と し て ， 国 保 デー タベ ー ス （KDB）
シ ス テム に お い て 算 出 さ れ る「平均自立期間」が あ り ま す 。

算 出 方 法 ３ を 参 考 と し ， 介 護 受 給 者 台 帳 に お け る 「 要 介 護 ２ 以 上 」 を 「 不 健 康 」 と
定 義 し ， 平 均 余 命 か ら 不 健 康 期 間 を 除 い た も の を 「 平 均 自 立 期 間 」 と し て 毎 年 度 算 出
す る こ と が 可 能 で す 。 本 市 が 算 定 す る 「 健 康 寿 命 」 と は 算 定 に 使 用 す る 統 計 情 報 の 時
点 が 異 な る も の で は あ り ま す が ， 国 や 北 海 道 ， 同 規 模 自 治 体 と の 比 較 が 可 能 で あ る た
め ， 本 計 画 に お い て は 「 平 均 自 立 期 間 」 を 参 考 値 と し て 取 り 扱 っ て い き ま す 。

デー タ 算 定 方 法 「 健 康 で あ る 期 間 」 市 町 村 の 算 定

国 民 生 活 基 礎 調 査
（ ３ 年 ごと に 実 施 さ れ る

大 規 模 調 査 ）

１
健 康 上 の 問 題 で 日 常 生 活 に 何 か 影 響
が あ り ま す か
⇒ 「 な い 」 と 回 答 抽 出 調 査 の た め 算

定 不 可
２ 現 在 の 健 康 状 態 は い か が で す か

⇒ 「 よ い 」「 ま あ よ い 」「 ふつ う 」

介 護 保 険 の 要 介 護 認 定 者 ３
介 護 保 険 の 要 介 護 ２ 以 上 の 認 定 を 受
け て い な い
⇒ 要 介 護 １ 以 下

算 定 可 能

86.65 86.43 86.40 86.61 86.51

83.75 83.79 83.78 83.99 83.97
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女性 平均寿命 健康寿命

（年 ）
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※ ２ 不 健 康 な 期 間 と は ， 平 均 余 命 － 平 均 自 立 期 間 （ 要 介 護 ２ 以 上 認 定 者 を 日 常 生 活 に 制 限 が あ る
と し て い る ） の こ と を い い ま す 。

※ １ 健 幸 （ け ん こ う ） と は ， ス マ ー ト ウ エ ル ネ ス あ さ ひ か わ プラ ン に お い て 「 健 や か で 幸 せ
な 生 活 ＝ 健 幸 」 と 定 義 し て い ま す 。

【 参 考 値 】

平均自立期間と平均余命の比較（KDB システム）

平 均 自 立 期 間 及 び 平 均 余 命 に つ い て は ， 国 や 北 海 道 ， 同 規 模 自 治 体 と 比 較 す る と ， 本
市 は 不 健 康 な 期 間 ※ ２ が 短 い 状 況 に あ り ま す が ，そ の 一 方 で 平 均 余 命 及 び 平 均 自 立 期 間 も
短 い 状 況 と な っ て い ま す 。

平均自立期間と平均余命（令和４年)男性

平均自立期間と平均余命（令和４年)女性

資 料 ： KDB 帳 票 地 域 の 全 体 像 の 把 握 （ 令 和 4 年 ）
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（１）人口と世帯の推移

本市の令和 5 年 10 月 1 日の人口は，321,469 人となっており，全人口に占める
65 歳以上の割合（高齢化率）は 35.1％となっています。その後も総人口は減少を
続ける見込みであり，令和 11 年には 30 万人を下回ることが推計されています。

高齢者全体の人口は，令和４年から令和 5 年にかけて減少し始めていますが，
75 歳以上の後期高齢者人口は増加を続けています。推計では，後期高齢者人口は，
令和 10 年にピークを迎え，それ以降は減少することが見込まれていますが，少子
化の進展により，高齢化率は上昇していくことが推計されています。

また，本市の世帯数は，核家族化の進展により年々増加しており，令和 2 年度
の国勢調査の結果によると総世帯数は 156,195 世帯となっています。世帯当たり
の人員が減少し，施設等入居者を除く一般世帯の約 3 割が高齢者夫婦のみ世帯又
は一人暮らし高齢者世帯となっています。今後も後期高齢者人口の増加が推計さ
れていることから，一人暮らし高齢者世帯の割合が増加していくことが予測され
ます。

人口推移と将来推計

資 料 ：（R3∼R5)旭 川 市 住 民 基 本 台 帳 （ 各 年 10 月 1 日 ）， 推 計 は ５ 年 間 の デー タ（ H30～ R4 の 住 民
基 本 台 帳 ） を も と に コ ホ ー ト 要 因 法 で 推 計 し た も の

１ 人口・世帯数

第２章 旭川市民の健康を取り巻く現状と課題
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（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和3年

（2021年）

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

死
亡

率
(人

口
千

対
）

実数 率（人口千対）

（１）出生数と出生率の推移

出生数は年々減少し，令和元年以降，2,000 人を下回っています。
令和３年出生数は 1,848 人で，人口 1,000 人当たりの出生数を表す出生率は

5.7 となり，北海道 5.6 とほぼ同率で，全国 6.6 を下回っています。

出生数と出生率の推移

【 令 和 3 年 】

資 料 ： 旭 川 市 保 健 衛 生 年 報

（２）死亡数と死亡率の推移

高齢者の増加に伴い死亡数は年々上昇しています。
令和３年死亡数は 4,713 人，人口 1,000 人当たりの死亡数を表す死亡率は

14.5 であり，北海道 13.4，全国 11.7 をいずれも上回っています。

死亡数と死亡率の推移

【 令 和 3 年 】

資 料 ： 旭 川 市 保 健 衛 生 年 報

２ 人口動態

全 国 北 海 道 旭 川 市
実 数 率 実 数 率 実 数 率

出 生 811,622 人 6.6 28,762 人 5.6 1,848 人 5.7

全 国 北 海 道 旭 川 市
実 数 率 実 数 率 実 数 率

死 亡 1,439,856 人 11.7 69,023 人 13.4 4,713 人 14.5
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（３）主要死因の推移

本市の死因は，悪性新生物が約 3 割を占め，次いで心疾患の割合が高くなって
います。令和 3 年には老衰が脳血管疾患を上回り，第３位となっています。

主要死因の推移

資料：旭川市保健衛生年報

（４）年代別死因

年代別の死因を見ると，40 歳未満では「自殺」の割合が高く，20～39 歳では半
数を占めています。40 歳以上では「悪性新生物」が第 1 位となっており，「心疾
患」が第 2 位となっています。特に，40～64 歳の働き世代では，「悪性新生物」
が 42％と高い割合となっています。

年代別死因（令和 3 年）

資料：旭川市保健衛生年報（死因順位に用いる分類項目で集計）

実数 実数 実数 実数 実数

割合 割合 割合 割合 割合

1,272人 1,330人 1,347人 1,399人 1,374人

30.4% 30.4% 29.9% 30.3% 29.2%

730人 798人 775人 729人 767人

17.4% 18.2% 17.2% 15.8% 16.3%

340人 364人 320人 351人 405人

8.1% 8.3% 7.1% 7.6% 8.6%

300人 280人 281人 349人 358人

7.2% 6.4% 6.2% 7.6% 7.6%

229人 240人 279人 236人 202人

5.5% 5.5% 6.2% 5.1% 4.3%

総数

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

4,186人 4,377人 4,507人 4,617人 4,713人

死因 死因 死因 死因 死因

第１位 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物

第２位
心疾患

（高血圧以外）
心疾患

（高血圧以外）
心疾患

（高血圧以外）
心疾患

（高血圧以外）
心疾患

（高血圧以外）

第３位 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 老衰

第４位 肺炎 肺炎 肺炎 老衰 脳血管疾患

第５位 老衰 老衰 老衰 肺炎 肺炎

死因 割合 死因 割合 死因 割合 死因 割合 死因 割合

総数 4,713 悪性新生物 29% 心疾患 16% 老衰 9% 脳血管疾患 8% 肺炎 4%

0-9歳 5
先天奇形，変形

及び染色体異常
60% 悪性新生物 20%

10-19歳 6 自殺 33% 悪性新生物 17%
筋骨格系及び結

合組織の疾患
17% 不慮の事故 17%

20-39歳 26 自殺 50% 悪性新生物 23% その他の新生物 4% 心疾患 4% 脳血管疾患 4%

40-64歳 316 悪性新生物 42% 心疾患 15% 脳血管疾患 8% 不慮の事故 5% 自殺 5%

65-74歳 726 悪性新生物 18% 心疾患 5% 脳血管疾患 3%
大動脈瘤及び解

離
1% 不慮の事故 1%

75歳以上 3,634 悪性新生物 25% 心疾患 17% 老衰 11% 脳血管疾患 8% 肺炎 5%

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位
年齢

死亡総数

(人）

【 参 考 】
全 国 の 死 因 （ R３ ） 第 １ 位 は 悪 性 新 生 物 （ 26.5％ ） ， 第 ２ 位 は 心 疾 患 （ 高 血 圧 以 外 ） （ 14.9％ ） ，
第 ３ 位 は 老 衰 （ 10.6％ ） ， 第 ４ 位 は 脳 血 管 疾 患 （ 7.3％ ） ， 第 ５ 位 は 肺 炎 （ 5.1％ ）
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（５）悪性新生物の部位別の死亡状況

悪性新生物の部位別の死亡率を見ると，気管，気管支及び肺の割合が最も高
く，次いで結腸，膵，胃となっています。

悪性新生物部位別死亡割合（令和 3 年)

（５）標準化死亡比（SMR※ ３ ）

虚血性心疾患，腎不全，肺がんが高い数値となっています。特に虚血性心疾患
は北海道と比べても高い状況です。

SMR 北海道との比較（2010 年（平成 22 年）～2019 年（令和元年））

資 料 ： 北 海 道 健 康 づ く り 財 団

※ ３ Ｓ Ｍ Ｒ（ 標 準 化 死 亡 比 ）と は ，年 齢 構 成 の 異 な る 地 域 間 の 死 亡 状 況 を 比 較 す る た め に ，年
齢 構 成 の 差 異 を 調 整 し て 算 出 し た 数 値 で す 。 国 や 別 の 地 域 と 死 亡 率 を 比 較 で き ， 国 を 100 と し
て 表 現 し て い ま す 。

気管，気管支及

び肺

22%

結腸

11%

膵

10%
胃

10%肝及び肝内胆管

7%

直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸

5%

胆のう及びその他の胆道

4%

乳房

4%

悪性リンパ腫

4%

前立腺

3%

その他

20%

82.4 

128.3 

119.7 

109 

109.5 

100.0 

109.2 

97.2 

92.0 

92.0 

101.5 

137.5 

126.2 

120.8 

109 

108.7 

108.1 

107.3 

97.3 

92.0 

90.3 

88.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 

虚血性心疾患

腎不全

肺がん

大腸がん

乳がん

心疾患

悪性新生物

胃がん

脳血管疾患

慢性閉塞性肺疾患

子宮がん

北海道

旭川市
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（１）国民健康保険特定健康診査受診率（40～74 歳）

国民健康保険における特定健康診査受診率は，全国・全道を下回っているもの
の，年々増加しています。

国民健康保険 特定健診受診率の推移

資 料 ： KDB シ ス テム

（２）後期高齢者医療制度健康診査受診率（75 歳以上）

後期高齢者医療制度による健康診査受診率は，20％前後で推移しており，北
海道の受診率より高いものの，全国よりは低い状況です。

後期高齢者医療健診受診率の推移

資 料 ： KDB シ ス テム

３ 各種健（検）診

20.7％ 20.3％
19.4％

20.4％
19.6％

13.9％ 14.2％ 13.9％

11.5％
12.8％

28.6％ 29.4％
28.5％

25.8％
26.5％

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

旭川市受診率 全道平均 全国平均

23.0%
24.9% 25.1% 25.7%

27.3%

28.1%
29.5% 28.9%

27.0% 27.9%

37.2% 37.9% 38.0%

33.7%

36.4%

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

旭川市受診率 全道平均 全国平均
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（３）がん検診

新型コロナウイルス感染症の流行により低下した受診率は回復傾向にあるもの
の，大腸がん・肺がん・胃がん検診は低迷しています。

全国や北海道，中核市の受診率と比較すると，子宮がん・乳がんの受診率は高
く，胃がん・肺がんは低い状況です。大腸がんは北海道平均をわずかに上回って
いるものの，全国や中核市平均を下回っています。

がん検診受診率の推移

資 料 ： 旭 川 市 保 健 所

がん検診受診率（令和 3 年度）

資 料 ： 厚 生 労 働 省 統 計 資 料 「 令 和 ３ 年 度 地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告 ※ ４ 」

※ ４ 地 域 保 健・健 康 増 進 事 業 報 告 に よ る 受 診 率 と 旭 川 市 保 健 所 統 計 に よ る 受 診 率 は ，対 象 者 数
の 算 出 方 法 が 異 な る た め ， 一 致 し ま せ ん 。

7.0％ 6.5％
5.2％ 5.3％ 5.7％

28.4％

27.4％
25.8％

27.5％ 28.0％

25.0％
23.6％

20.8％

22.6％
23.5％

9.0％
8.5％

7.2％ 7.4％ 8.0％

12.5％ 12.0％
10.8％ 10.9％

11.8％

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

胃がん 子宮がん 乳がん 肺がん 大腸がん

(子宮)

(乳)

(大腸)

(肺)

(胃)

6.5 6.0 
7.0 

15.4 15.4 

4.9 
4.0 

4.8 

16.3 

13.7 

5.9 5.4 6.1 

15.0 
13.7 

4.5 
3.3 

4.9 

18.6 
17.2 

0

5

10

15

20

受
診

率
（％

）

胃がん 肺がん 大腸がん 子宮がん 乳がん

全国平均 北海道平均 中核市平均 旭川市受診率
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（１）1 人当たり医療費

1 人当たり医療費は北海道と比べ，入院が低く，外来が高くなっています。

１人当たり医療費 北海道との比較（経年）※協会けんぽ＋国保＋後期

資 料 ： KDB Expander※ ５ （ 健 康 ・ 医 療 情 報 分 析 プラ ッ ト フ ォ ー ム ）

（１）要介護等認定者数・認定率

本市の認定率は北海道，全国と比較して高い水準で推移しています。

認定率の推移

資 料 ： 地 域 包 括 ケ ア 「 見 え る 化 」 シ ス テム （ 令 和 元 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ： 厚 生 労 働 省 「 介 護 保 険
事 業 状 況 報 告 （ 年 報 ）」， 令 和 4 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 ：「介 護 保 険 事 業 状 況 報 告 （ 月 報 ）」）

４ 医療費の状況

５ 介護保険の状況

※ ５ KDB Expander と は ， 北 海 道 主 導 の も と 構 築 さ れ た 国 民 健 康 保 険 ， 後 期 高 齢 者 医 療 ， 介 護
保 険 ， 協 会 け ん ぽの 健 康 ・ 医 療 情 報 等 を 集 約 し た デー タベ ー ス で す 。

157,010 158,973 160,604
165,507 163,725165,635 168,145 170,316

174,396
170,831

190,155 190,957

185,793

191,568
188,696

178,231 178,293

172,885

178,591
175,717

140,000

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

1人
当

た
り

医
療

費
(円

）

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

旭川市（入院） 北海道（入院） 旭川市（外来） 北海道（外来）

20.5
20.8

21.4
21.8 21.6

19.8
20

20.3 20.5 20.6

18.3 18.4
18.7

18.9 19

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

認
定

率
(%

）

令和元年

3月末

令和2年

3月末

令和3年

3月末

令和4年

3月末

令和5年

3月末

旭川市 北海道 全国
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認定者数・認定率の推移

資 料 ： 地 域 包 括 ケ ア 「 見 え る 化 」 シ ス テム （ 令 和 元 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ： 厚 生 労 働 省 「 介 護 保 険
事 業 状 況 報 告 （ 年 報 ）」， 令 和 4 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 ：「介 護 保 険 事 業 状 況 報 告 （ 月 報 ）」）

（２）要介護等認定者数の有病状況

要介護等認定者の有病状況からは，循環器病が最も多く，次いで骨折等の運動
器に関係する疾患となっています。循環器病のほか糖尿病や脳疾患，悪性新生物
など生活習慣によりリスクが高まる疾患の有病者が多い状況です。

要介護（支援）者有病状況（令和 4 年度累計） ※重複計上あり

資 料 ： KDB シ ス テム

13,729人

12,354人

8,832人

6,020人

5,169人

2,867人

759人

0人 5,000人 10,000人 15,000人

高血圧，狭心症，心筋梗塞等の心臓病

骨折，変形性関節症，骨粗鬆症等の筋・骨疾患

認知症，うつ病等の精神疾患

糖尿病

脳出血，脳梗塞等の脳疾患

悪性新生物（がん）

難病
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（１）指標の達成状況

半数近くの項目が基準値から目標値に近づく，又は目標値を達成し，改善が見
られていますが，「栄養・食生活」，「身体活動・運動」及び「糖尿病・循環器病・
がん」の３分野では，指標の半数以上が基準値より悪化していました。

指標の達成状況

※ 表 の 数 値 の 上 段 は 健 康 指 標 の 数 ， 下 段 は 構 成 比 （ ％ ） を 示 し て い ま す 。
※ 再 掲 も 含 み ま す 。
※ 一 部 の 構 成 比 は ， 100％ と な る よ う 調 整 し て い ま す 。

（２）課題と今後の方向性

第 2 次健康日本 21 旭川計画では，「健康寿命の延伸と生活の質の向上」を最終
的な目標として取組を推進してきました。本市の健康寿命は着実に延伸している
ものの，ここ数年は新型コロナウイルス感染症の影響により，外出機会の減少，
運動不足や生活環境の変化によるストレスの蓄積，健（検）診受診控えなど心身
の健康を妨げる要因が多くみられ，今後の健康状態の悪化が懸念される状況とな
っています。

一方で，市民アンケートの結果では，新型コロナウイルス感染症の拡大前と比
べて，健康への意識や意欲が改善したと回答した市民が，約３割となっているこ
とから，健康づくりの意識が向上している状況でもあります。

少子高齢化及び核家族化が進展し，女性の社会進出や多様な働き方，あらゆる
分野でのデジタル化が加速するなど，社会が大きく変化している中，年代や生活
スタイル，心身の特性を踏まえ，一人一人が自分に合った健康づくりに取り組め
るよう，自らの健康をモニタリングする仕組みや行動変容を促す仕掛け等の新た

６ 第 2 次健康日本 21 旭川計画総合評価

区 分 判 定区 分
栄 養

食生 活
身体 活 動

運 動

休養
心の健 康
ｱﾙｺｰﾙ

歯 の健 康 たばこ
糖 尿病

循環 器 病
がん

合 計

◎
目 標 値を達 成 し
ているもの

（達 成 ）

1 4 6 12 0 6 29

(4.6%) (18.2%) (37.5%) (63.2%) (0.0%) (18.8%) (23.8%)

○
基 準 値から目

標 値 に近 づいて
いるもの（改 善）

5 ３ 4 3 7 4 26

(22.7%) (13.6%) (25.0%) (15.8%) (63.6%) (12.5%) (21.3%)

×
基準 値 より悪 く

なっているもの
（悪 化）

1５ 12 1 4 0 19 51

(68.1%) (54.6%) (6.2%) (21.0%) (0.0%) (59.3%) (41.8%)

―
データがないも

の（判定 不 能）

１ 3 5 0 4 3 16

(4.6%) (13.6%) (31.3%) (0.0%) (36.4%) (9.4%) (13.1%)

指 標数 （合 計 ）
22 22 16 19 11 32 122

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)



15

第
２
章

旭
川
市
民
の
健
康
を
取
り
巻
く
現
状
と
課
題

第３次健康日本２１旭川計画

な手法も視野に入れ，地域や職域，関係機関や団体と連携しながら自然に健康に
なれる環境づくりを推進していく必要があります。

特に，疾病の予防や早期発見の観点から，働き世代や健康への関心が薄い市民
の行動変容を促す取組に注力していくとともに，中間評価時から課題となってい
る情報発信については，総合評価においても，市の取組が十分に知られていない
ことが明らかになっていることから多様な媒体を活用しながら，引き続き重点的
に取り組む必要があります。
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（１）基本方針

市民一人一人の健康の実現に向けた施策を行うための目指す方向性として，次
の３点を基本方針とします。

（２）重点テーマ

前計画の課題を踏まえ，全ての施策において戦略的・横断的に推進する２つの
重点テーマを設定します。

健康づくりに関する情報を入手・活用できるよう情報発信の媒体や手法を工
夫するなど，情報発信を強化します。

関係機関や団体，企業，学校とも連携しながら若い世代・働き世代の健康意
識の向上に取り組みます。

第３章 健康づくり施策と取組

１ 基本方針

多様な主体による健康づくり

市だけでなく，住民組織や関係団体，企業，学校等の関係者と連携しながら，
協力して健康づくりを推進します。

生涯を通じた健康づくり

他計画に基づく取組とも連携しながら，ライフステージごとの健康づくりや
ライフコースアプローチにより生涯を通じて心身の状況に応じた健康づくりを
推進します。

集団や個人の特性に応じた健康づくり

地域や学校，職域，趣味の活動グループ，サークルなどの多様な集団や個人
を取り巻く環境等に応じた健康づくりを推進します。

健康づくりに係る情報発信の強化

若い世代・働き世代の健康意識の向上
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（３）新たな視点

健康寿命の延伸実現のためには，個人の行動と健康状態の改善のみが健康増進
につながるものではなく，社会環境の質の向上自体も重要な要素であることから，
基本方針等に基づく健康づくりの取組を推進するに当たっては，新たに次の３つ
の視点にも留意します。

自然と健康になれる環境づくり

健康な食環境や身体活動，運動を促す環境をはじめとする自然に健康にな
れる環境づくりの取組を実施し，健康に関心の薄い者を含む幅広い対象に向
けた健康づくりを推進します。

ライフコースアプローチ

各ライフステージ特有の健康づくりについて，引き続き取組を進める。加え
て，現在の健康状態はこれまでの生活習慣や社会環境等の影響を受ける可能性
や次世代の健康にも影響を及ぼす可能性があることを踏まえ，ライフコースア
プローチ（胎児期からシニア期に至るまでの生涯を経時的に捉えた健康づくり）
についても，関連計画等とも連携し，取組を進めていくことが必要です。

ＩＣＴの活用

あらゆる分野で DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速する今日
においては，ウェアラブル端末やスマートフォンアプリなどのデジタル技術を
活用することで，個人の特性に応じた効果的な支援に取り組みます。
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２ 施策体系

基本施策１ 個人の行動と健康状態の改善

領域１ 生活習慣の改善

領域２ 生活習慣病の発症・重症化予防

基本施策２ 誰もが健康づくりに取り組める
環境の整備

基本方針

○
多
様
な
主
体
に
よ
る
健
康
づ
く
り

○
生
涯
を
通
じ
た
健
康
づ
く
り

○
集
団
や
個
人
の
特
性
に
応
じ
た
健
康
づ
く
り

重 点
テーマ

○
健
康
づ
く
り
に
係
る
情
報
発
信
の
強
化

○
若
い
世
代
・
働
き
世
代
の
健
康
意
識
の
向
上

誰
も
が
健
や
か
に
生
き
生
き
と
暮
ら
し

幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち

基本
理念

分野１ がん

新たな視点

・自然と健康になれる環境づくり
・ライフコースアプローチ
・ICT の活用

市民一人一人の
健康の実現

自然と健康になれる環境の整備

社会とのつながり・
こころの健康の維持及び向上

分野２ 循環器病・糖尿病

分野１ 栄養・食生活

分野２ 身体活動・運動

分野３ 休養・睡眠

分野４ 飲酒

分野６ 歯・口腔の健康

分野５ 喫煙
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n ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチ

本計画は，集団全体に働きかけ，集団全体として健康リスクを下げていく取組
である「ポピュレーションアプローチ」と，健康のリスクが高い人に働きかける
取組である「ハイリスクアプローチ」を組み合わせ，健康づくりの取組を推進し
ます。

【ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの違い】
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（１）ライフステージ

人の一生は，子供から大人へといった身体的な状況や，就学・就職などの社会
的な環境の変化によっていくつかの段階に分けられます。この段階をライフステ
ージと呼びます。

それぞれのライフステージにおいては，多くの人に共通する特徴があります。
本計画では，ライフステージを６つの段階に分けています。

３ ライフステージとライフコース

ライフステージ 特徴

妊産婦・乳幼児期
（胎児期～就学前）

身 体 の 生 理 的 機 能 が 自 立 し ，生 活 の リ ズ ム や 社 会 性 の
基 礎 を 形 成 す る 時 期 で す 。家 庭 の 生 活 習 慣 に 大 き な 影
響 を 受 け ま す 。
ま た ，妊 娠 中 は 母 親 の 生 活 環 境 や 生 活 習 慣 が 胎 児 の 成
長 に 大 き く 影 響 し ま す 。

学齢期
（ 概 ね 小 学 生 ～ 高 校 生 世 代 ）

（ 6～ 17 歳 ）

身 体 面・精 神 面 が 著 し く 発 達 し ，子 供 か ら 大 人 へ の 移
行 期 で 家 庭 か ら 学 校 中 心 の 生 活 へ 変 化 し ま す 。
自 立 し た 生 活 習 慣 が 確 立 さ れ ま す が ，周 り の 大 人 や 友
人 ，ソ ー シ ャ ル メ ディ ア な どか ら 影 響 を 受 け や す い 時
期 で す 。

青年期
（ 18～ 39 歳 ）

身 体 的 な 発 達 が 完 了 し ，進 学 ，就 職 ，結 婚 な どに よ り
生 活 習 慣 や 生 活 環 境 が 変 わ る 時 期 で す 。
こ の 時 期 の 過 ごし 方 が 生 活 習 慣 病 な ど 疾 病 の 発 症 に
大 き く 影 響 し ま す 。

壮年期
（ 40～ 64 歳 ）

身 体 機 能 が 徐 々 に 低 下 し ，健 康 や 体 力 が 気 に な り 始 め
る 時 期 で す 。
社 会 的 な 役 割 が 大 き く な る 時 期 で も あ る た め ，精 神 的
な 負 担 が 大 き く な り ま す 。生 活 習 慣 病 の 発 症 が 増 え る
時 期 で も あ る た め ，疾 病 の 予 防 や 早 期 発 見 な ど生 活 習
慣 を 見 直 す 重 要 な 時 期 で す 。

シニア期

前 期
（ 65～ 74 歳 ）

身 体 機 能 が 低 下 し ，個 人 個 人 の 健 康 状 況 の 差 が 大 き く
な る 時 期 で も あ り ま す 。
社 会 と の 交 流 の 中 で 生 き が い を 持 ち な が ら 住 み 慣 れ
た 地 域 で 生 き 生 き と 暮 ら し 続 け る こ と が 望 ま れ ま す 。

後 期
（ 75 歳 以 上 ）

心 身 の 機 能 の 減 衰 が 顕 在 化 し ，フ レ イル ※ ６（虚 弱 ）や
認 知 症 が 増 加 す る 時 期 で す 。
慢 性 疾 患 の 有 病 率 が 高 く な る 時 期 で も あ る た め ，疾 病
の 重 症 化 予 防 や 加 齢 に 伴 う 心 身 機 能 の 低 下 で あ る フ
レ イル の 進 行 を 予 防 す る こ と が 重 要 な 時 期 で す 。

※ ６ フ レ イル と は ， 加 齢 や 疾 患 に よ っ て 身 体 的 ・ 精 神 的 な さ ま ざま な 機 能 が 徐 々 に 衰 え た 状
態 を 指 し ま す 。 健 康 な 状 態 と 日 常 生 活 で 支 援 が 必 要 な 要 介 護 状 態 の 中 間 を 意 味 し ま す 。

次
世
代
へ
の
影
響
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（２）ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

本計画では，ライフステージを６つの段階に区分し，各分野における取組につ
いて，ライフステージのどの年齢層が対象になるかを整理しています。

しかし，ライフステージは連続しているので，一つのライフステージでの過ご
し方によっては，それ以降の健康づくりに大きく関わります。

そのため，幼少期からの生活習慣や健康状態は，成長してからの健康状態にも
大きく影響を与えることを踏まえ，乳幼児期や学齢期（0～17 歳）といった子供
の健康を支える取組が必要です。

また，若い世代の生活習慣がシニア期（65 歳以上）における健康状態の個人差
にも影響を及ぼすことから，若い世代の健康行動の実行と継続の支援に取り組む
ほか，シニア期後期（75 歳以上）については，低栄養予防，口腔機能の維持，運
動器機能の維持，継続した社会参加等によりフレイルを予防・改善することが重
要です。フレイルから「要介護」の状態になることを予防し，できる限り自立し
た生活を続けることができるよう個人や地域での介護予防の取組を推進します。

女性についてはライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化するという特
性等からも各段階に応じた健康課題に対応する必要があります。特に若い世代の
やせ，高い喫煙率，運動不足といった課題については，ライフコースを意識した
取組が重要です。

４ 概念図
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（１）現状と課題

適正な体重を維持することは，健康の保持・増進，生活習慣病の発症及び重症
化予防の観点から重要ですが，健康日本 21 旭川計画アンケート調査結果では，肥
満や若年女性のやせの割合が増加しているため，適正体重を維持する人を増やす
必要があります。

また，主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1 日 2 回以上とっている人は，
それより少ない人と比較して，たんぱく質や脂質エネルギー比など栄養素の適正
摂取につながることが報告されています。そのため，旭川市食育に関するアンケ
ート調査結果では 4 割程度となっているこの割合を増加させることは，良好な栄
養素摂取量を達成するために重要です。

旭川市食育に関するアンケート調査の結果から，若い世代の朝食の欠食率につ
いては依然として高い傾向にあることが分かりました。朝食をとる人を増やすた
めには，朝食の重要性の啓発だけでなく，朝早く起きるなど規則正しい生活を送
るための啓発，簡単に準備できる朝食メニューの提案や普及など，実態に合わせ
た支援に取り組む必要があります。

また，栄養・食生活は経済的な事情に左右されることが明らかになってきてい
ることから，個々の状況を踏まえた上で効果的な介入方法を検討する必要があり
ます。

健康日本 21 旭川計画アンケート調査（令和４年度）
対 象 者 ： 20 歳 以 上 の 男 女 2,800 人 有 効 回 収 ： 1,017 人 （ 36.3%）

【肥満と女性のやせの状況】

５ 各分野における目標と取組

基本施策１ 個人の行動と健康状態の改善

領域１ 生活習慣の改善

分野１ 栄養・食生活

肥満の状況 女性のやせの状況

29.6%

38.0%

18.5% 18.6%

H23年度調査 R4年度調査

２０～６０歳代男性
(N=599,N=300)

４０～６０歳代女性
(N=568,N=317)

18.9%
22.6%

17.9%
14.3%

H23年度調査 R4年度調査

２０歳代女性

(N=111,N=53)

３０歳代女性

(N=106,N=98)
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旭川市食育に関するアンケート調査（令和３年度）
対 象 者 ： 20 歳 ～ 79 歳 の 男 女 3,200 人 有 効 回 答 ： 1,061 人 （ 33.2%）

【食生活の状況】

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日に２回以上食べている頻度

朝食の摂取頻度

男性

女性

40.2% 21.7% 22.1% 14.7%

1.2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日食べる 週に４～５日食べる 週に２～３日食べる ほとんどない 無回答

45.0%

53.3%

57.4%

73.2%

82.8%

83.3%

70.3%

3.3%

3.3%

8.2%

7.3%

3.4%

3.5%

4.8%

15.0%

10.0%

9.8%

6.1%

2.3%

5.3%

7.1%

36.7%

33.3%

24.6%

12.2%

9.2%

7.0%

16.8%

1.2%

2.3%

0.9%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

全体

ほとんど毎日食べる 週4～5日食べる 週2～3日食べる ほとんど食べない 無回答

N=30

N=60

N=82

N=84

N=113

N=429

41.2%

64.2%

70.1%

75.7%

82.7%

92.9%

77.3%

23.5%

6.0%

10.3%

5.2%

6.8%

3.2%

7.0%

8.8%

9.0%

8.4%

3.5%

5.3%
0.6%

4.9%

26.5%

19.4%

11.2%

13.9%

3.8%

1.9%

9.6%

1.5%

1.7%

1.5%

1.3%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

全体

ほとんど毎日食べる 週4～5日食べる 週2～3日食べる ほとんど食べない 無回答

N=33

N=65

N=107

N=115

N=132

N=157

N=609

N=60
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（２）取組の方向性

適切な量と質の食事をとることは適正体重の維持や生活習慣病の予防，高齢者
のフレイル予防の観点からも重要です。そのため，集団に加え，個人の特性を踏
まえた働きかけや支援を行います。

また，朝食の摂取は，栄養バランスや生活リズムを健全にするほか心の健康や
体力，学力にも良い影響を与えるといわれていることから，摂取の習慣化に向け，
個々に応じた具体的な取組を推進します。

（３）目標

（４）目標値

n 適正体重を維持している人を増やします

n 栄養バランスのよい食事をしている人を増やします

n 朝食をとる人を増やします

指標 基準値 目標値 ※

・20～60 歳代男性の肥満者の割合の減少
1)

38.0％ 30%未満

・40～60 歳代女性の肥満者の割合の減少 18.6% 15%未満
・20～30 歳代女性のやせの割合の減少 17.2% 15%未満

・低栄養傾向（BMI20 以下）の女性高齢者の割合の減少 2) 19.4% 減少傾向へ

・小学生（5 年生）の肥満傾向児の減少 3) 2.12% 減少傾向へ
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（５）主な取組

指標 基準値 目標値 ※

・主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1 日 2 回以上
ほぼ毎日食べている市民の割合の増加 4)

40.2% 50%以上

・食塩摂取量の減少
5)

13.1g 7g 未満

・野菜摂取量の増加 273g 350g 以上

・朝食を欠食する若い世代（20～30 歳代）の割合の減少 4) 39.3% 25%以下

・朝食を欠食する小学生（5 年生）の割合の減少
・朝食を欠食する中学生（2 年生）の割合の減少

6)
6.8％
7.9％

5%以下
6%以下

1) 健 康 日 本 21 旭 川 計 画 ア ン ケ ー ト 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
2) 旭 川 市 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 圏 域 ニ ー ズ 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
3) 旭 川 市 学 校 保 健 会 学 校 保 健 研 究 録 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
4) 旭 川 市 食 育 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 3 年 度 ）
5) 旭 川 市 栄 養 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 3 年 度 ）
6) 食 生 活 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 2 年 度 ）
※ 目 標 値 の 考 え 方 は ， 第 5 章 計 画 の 評 価 56 ペ ー ジ 参 照

取組 内容 ライフステージ

妊/乳 学 青 壮 ｼ ﾆ ｱ

適正体重維持の必
要性の普及及び実
践支援

l 健康教育等を活用した周知 ● ● ● ●

l 特定保健指導等での栄養相談 ● ● ●

l 乳幼児健康診査等での栄養相談 ●

l 高齢者団体等を対象とした介護予防相
談，出前講座 ●

適切な量と質の食
事摂取に向けた支
援

l 健康教育等を活用した周知 ● ● ● ● ●

l 食事バランスガイドの普及啓発 ● ● ● ●

l 特定保健指導等での栄養相談 ● ● ●

l 乳幼児健康診査等での栄養相談 ●

l 調理実習等を活用した実技支援 ● ● ● ●

l 栄養成分表示の活用に向けた支援 ● ● ●

l 学校給食実施基準に基づいた学校給食
の提供と食に関する指導 ●

l 高齢者団体等を対象とした介護予防相
談，出前講座 ●

朝食摂取促進に向
けた普及啓発

l 乳幼児健康診査で，朝食の重要性及び
簡単朝食レシピ等の紹介 ● ●

l 出前講座等で，朝食の重要性及び簡単
朝食レシピ等の紹介 ● ● ● ● ●

l 給食だより等による家庭への普及啓発 ● ● ● ●
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取組 内容 ライフステージ
妊/乳 学 青 壮 ｼ ﾆ ｱ

健康情報の発信

l あさひかわ食の健康づくり応援の店で
の情報発信 ● ● ●

l ホームページや SNS を活用した情報発
信 ● ● ● ●

l イベントを活用した情報発信 ● ● ● ● ●
関係機関・団体・行
政が連携した取組

l 各種のイベントや事業を通じた連携の
強化 ● ● ● ● ●
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（１）現状と課題

家事や労働等の日常的な活動に伴う「身体活動」とスポーツやフィットネスな
どの健康・体力の維持・増進を目的として意図的に行う「運動」により，安静時
よりもより多くのエネルギーを消費するための身体活動を増やすことは，様々な
疾患の発症や罹患リスクを低減させるなど，健康寿命の延伸や社会生活機能の維
持・増進につながります。

本市は，男女ともに運動習慣者の割合が国の国民健康・栄養調査の結果と比較
して低く，特に 20～60 歳代（30 歳代を除く）女性の身体活動や運動習慣者が過
去の市民アンケート結果と比較して減少しており，身体活動への動機付け支援や
活 動し や すい 環 境の 整 備が 求 めら れ て いま す 。 特に 20 歳 代女 性の 運 動不 足 が 顕
著であることから，将来的に健康問題を引き起こす可能性が高まることが懸念さ
れます。

また，高齢者は，要支援・要介護認定を受けている者の約 50％が，骨折，変形
性関節症，骨粗鬆症等の筋・骨疾患があり，日常生活における身体活動と運動の
両面から運動器機能の維持や向上を目指した取組が重要です。

近年は，新型コロナウイルス感染症に対する感染対策から外出の自粛等，身体
活動の低下を招く社会情勢の変化がありましたが，その影響から身体活動量を回
復させ，更に増加させることができるよう取組を進めることが重要です。

加えて，市内における気候の特性から，降雪期の運動については，降雪期以外
と比べて取り組む人の割合が低いことから，冬期間の継続が課題です。

健康日本 21 旭川計画アンケート調査（令和 4 年度）

【運動習慣者 ※ ７ の状況】

分野２ 身体活動・運動

21.1%

13.2%

20.8%

9.5%

男　性

(N=703，N=438)

女　性

(N=859，N=579)

H23年度調査 R4年度調査

11.8%

34.2%

12.2%

12.1%

23.9%

26.3%

1.9%

6.1%

10.6%

9.2%

12.1%

12.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

年代別運動習慣者の割合（R4) 男性

女性

※ ７ 運 動 習 慣 者 と は ， 1 回 30 分 以 上 の 運 動 を 週 2 回 以 上 実 施 し ， 1 年 以 上 継 続 し て い る 者 の こ と を

い い ま す 。
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（２）取組の方向性

日常生活に「歩く」ことを積極的に取り入れていくため，各種イベントの機会
等において，「歩く」ことを通じた活動量の増加や活動範囲の拡大を図り，「スマ
ートウエルネスあさひかわプラン」の取組と併せて，健康づくりに参画する企業・
団体・関係部局間で連携した取組を推進します。

また，運動習慣者を増加させるため「旭川市自転車活用推進計画」や「旭川市
スポーツ推進計画」に基づく，自転車を活用した健康づくりやプロスポーツチー
ムやオリンピアン，パラリンピアンと連携した啓発活動を積極的に展開します。

さらに，子供や女性，壮年期（40～64 歳）の運動習慣者の割合の減少傾向に対
しては，学校，職場，地域等身近な場所において，季節を問わず気軽に取り組め
る運動等の定着化のための継続的な働きかけを行います。一方で，シニア期（65
歳以上）の運動意識や運動習慣の割合が高いことから，地域等身近な場所で効果
的な運動を継続的に行えるよう，それぞれの地域特性やニーズ等を踏まえた支援
を継続します。

（３）目標

（４）目標値

n 日常的に歩くことなど身体活動を増やします

n 運動やスポーツを習慣的に行う人を増やします

指標 基準値 目標値 ※

・日常生活における歩数の増加（男性 20～6４歳）

1)
あさひかわ健幸
アプリの利用者
データから算出

8,000 歩以上
・日常生活における歩数の増加（女性 20～6４歳） 8,000 歩 以 上
・日常生活における歩数の増加（男性 65 歳以上） 6,000 歩以上
・日常生活における歩数の増加（女性 65 歳以上） 6,000 歩以上
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（５）主な取組

指標 基準値 目標値 ※

・運動習慣者の増加（男性 20～6４歳）

2)

17.3％ 30%以上
・運動習慣者の増加（女性 20～6４歳） 8.1％ 20%以上
・運動習慣者の増加（男性 65 歳以上） 25.7％ 40%以上
・運動習慣者の増加（女性 65 歳以上） 12.9% 30%以上
運動やスポーツを習慣的に行っている子供の増加
（ 1 週 間 の 総 運 動 時 間 （ 学 校 の 授 業 を 除 く 。） が 60 分 以 上 の 割 合 ）

・小学生
3)

87.9％ 94%以上
・中学生 82.2％ 91%以上
1)あ さ ひ か わ 健 幸 ア プリ 利 用 者 デー タ（ 基 準 値 ： 令 和 6 年 度 ）
2)健 康 日 本 ２ １ 旭 川 計 画 ア ン ケ ー ト 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
3)全 国 体 力 ・ 運 動 能 力 ， 運 動 習 慣 等 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 3 年 度 ）
※ 目 標 値 の 考 え 方 は ， 第 5 章 計 画 の 評 価 57 ペ ー ジ 参 照

取組 内容 ライフステージ
妊/乳 学 青 壮 ｼ ﾆ ｱ

ウ ォ ー キ ン グや 運
動 等 が で き る 施 設
の情報提供

l 市内の公園等，冬期間も活用できるウォ
ーキング施設等の情報提供 ● ● ● ● ●

l 市内の屋内・屋外運動施設の情報提供 ● ● ● ● ●

あ さ ひ か わ 健 幸 ア
プリ を 活 用 し た 健
康増進活動の推進

l アプリを活用し，歩数計測，ラジオ体操
の実施，イベント等への参加に対してポ
イントを付与することにより，健康増進
活動の動機付けと習慣化の支援

● ● ●

測 定 ス ポ ッ ト の 活
用

l 体脂肪率や筋肉量等自身の身体状況を知
ることができるよう体組成計等の設置場
所についての広報

● ● ●

活動量増加のため，
出 前 講 座 や イ ベ ン
ト 等 を 活 用 し た 普
及啓発

l 生活習慣病予防のための身体活動・運動
の重要性についての周知 ● ●

l 筋・骨格系疾患の予防やフレイル予防の
ためのウォーキングや筋力トレーニング
等の運動を習慣的に行うことの周知

● ●

l イベント等におけるウォーキングやスポ
ーツ等の体験機会の提供 ● ● ● ● ●

ス ポ ー ツ 推 進 委 員
に よ る ス ポ ー ツ の
普及

l スポーツ推進員によるスポーツの実技指
導やスポーツイベントの支援，
AsahikawaZoo 体操の普及

● ● ● ● ●

通いの場の支援 l 市民主体で介護予防に取り組む通いの場
の活動支援 ●

学 校 に お け る 運 動
習 慣 定 着 化 に 向 け
た取組の推進

l 小・中学校の冬期間におけるスキー学習
の実施や運動部活動の充実，体力向上に
係る 1 校 1 実践の取組

●

関係機関・団体・行
政が連携した取組

l 協定を締結しているプロスポーツチー
ムやオリンピアン・パラリンピアンと
連携したスポーツへの興味関心の向上
に向けた取組

● ● ● ●



30

第
３
章

健
康
づ
く
り
施
策
と
取
組

第３次健康日本２１旭川計画

（１）現状と課題

第２次健康日本 21 旭川計画総合評価（以下「第 2 次総合評価」という。）にお
いて，「就業者で休養を十分取れている人の増加」及び「週労働時間 40 時間を超
える雇用者の減少」については，目標値を達成していましたが，「睡眠による休養
を十分に取れていない人の減少」は，改善傾向にあるものの，目標値は未達成で
した。

国では ，20～50 歳 代では 6 時間以上 9 時間未満 ，60 歳以 上では 6 時間 以上 8
時間未満を十分な睡眠時間としており，短時間睡眠の是正が健康増進に寄与する
一方で，長すぎる睡眠も健康阻害因子となり得るとしています。市民の睡眠時間
に係るデータは未収集ではありますが，国は，20～50 歳代で睡眠時間が 5 時間未
満の者の減少と，60 歳以上では 8 時間以上の者を減少させることを課題としてい
ることから，睡眠時間の実態把握に努めるとともに，十分な睡眠時間の確保につ
いて普及啓発を行う必要があります。

健康日本 21 旭川計画アンケート調査（令和 4 年度）

【休養の状況】
就業者の休養の状況（「十分とれている」の割合）

【睡眠の状況】
睡眠のとれ具合

分野３ 休養・睡眠

67.8% 68.0%
75.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H23年度調査(N=905) H28年度調査(N=737) R4年度調査（N=603）

30.9%

52.9%

14.0%

1.6%

0.7%

23.7%

57.3%

17.6%

1.2%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80%

十分とれている

まあまあとれている

あまりとれていない

まったくとれていない

無回答

男性(N=438）

女性(N=579）

82.2%
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（２）取組の方向性

睡眠や余暇が日常生活の中に適切に取り入れられた生活習慣を確立できるよ
う，睡眠や休養に関する知識の普及とともに，取組の行動化を推進します。

（３）目標

（４）目標値

（５）主な取組

n 十分な睡眠や休養を確保できている人を増やします

指標 基準値 目標値 ※

・睡眠による休養が取れている者の増加 1) 82.2% 85％以上

・睡眠時間が十分に確保できている者の増加
（睡眠時間が 6～9 時間，60 歳以上については６～８

時間）
2)

中間評価時に
アンケート調
査結果より算
出

60％以上

・週労働時間が 40 時間を超える雇用者の減少 3) 11.1% 11%以下

1)健 康 日 本 21 旭 川 計 画 ア ン ケ ー ト 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
2)健 康 日 本 21 旭 川 計 画 ア ン ケ ー ト 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 11 年 度 ）
3)旭 川 市 労 働 基 本 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 3 年 度 ）
※ 目 標 値 の 考 え 方 は ， 第 5 章 計 画 の 評 価 57 ペ ー ジ 参 照

取組 内容
ライフステージ

妊/乳 学 青 壮 ｼ ﾆ ｱ

睡 眠 に 関 す る 知
識の普及

l 地 域 や 職 域 を 対 象 と し た メ ン タル ヘ ル ス に
関 す る 出 前 講 座 や 健 康 相 談 等 で 睡 眠 や 休 養
に関する知識の普及

● ● ● ● ●

あ さ ひ か わ 健 幸
アプリの活用

l 睡 眠 時 間 に 関 す る 目 標 を 達 成 し た 場 合 に ポ
イン ト を 付 与 す る 仕 組 み を つ く る こ と に よ
る睡眠への意識付け

● ● ●
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（１）現状と課題

第２次総合評価において，ストレスの解消方法として飲酒する人の割合は増加
していませんが，今後も飲酒による生活習慣病やアルコール依存症等との関連を
踏まえ，飲酒に係る知識を普及し，節度ある飲酒行動を推進する必要があります。

20 歳未満の者の飲酒については，目標値に対して改善傾向ではありますが，引
き続き，飲酒が及ぼす健康への影響等についての情報発信を行い，20 歳未満の者
や妊娠中，授乳中等の飲酒をなくすよう取組を推進していく必要があります。

また，50 歳代は毎日飲酒する者の割合が約 3 割とほかの年代よりも高く，1 日
の飲酒量が「２～３合」の割合も高い状況にあったことから，中高年の飲酒につ
いて，生活習慣病の予防と合わせた普及啓発が必要です。

健康日本 21 旭川計画アンケート調査（R4）

【飲酒の状況】
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合

お酒を飲む人の状況（年齢階級別）

分野４ 飲酒

22.3%
20.4%19.4% 18.1%

19.6% 18.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

男性（2合以上） 女性（1合以上）

N=703，N=563，N=438 N=859，N=626，N=579

H23年度調査 H28年度調査 R4年度調査

※各年代の母数Ｎは左側がH23年度調査，　 中央がH28年度調査，右側がR4調査

1.1%

7.4%

16.2%

28.8%

23.6%

23.9%

6.9%

7.4%

9.6%

6.5%

7.2%

8.1%

11.5%

15.4%

18.3%

14.4%

13.8%

8.5%

28.7%

13.2%

11.2%

13.7%

10.3%

10.1%

6.9%

11.8%

5.1%

5.9%

7.7%

8.5%

44.8%

44.9%

39.1%

29.4%

36.9%

38.1%

0.0%

0.0%

0.5%
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2.8%
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20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

毎日 週に４～６日 週に１～３日
月に１～３日 やめた（１年以上やめている） 以前から飲まない（飲めない）



33

第
３
章

健
康
づ
く
り
施
策
と
取
組

第３次健康日本２１旭川計画

（２）取組の方向性

20 歳以上の者に対しては，節度ある適度な飲酒についてイベント等を活用し
た啓発活動を行うとともに，20 歳未満の者や妊娠中，授乳中の者の飲酒をなく
すよう飲酒による健康影響等の普及啓発に取り組みます。

（３）目標

（４）目標値

n 飲酒の適量を知る人を増やします

n 20 歳未満の者の飲酒をなくします

指標 基準値 目標値 ※

節度ある適度な飲酒の知識の普及
（ 節 度 あ る 適 度 な 飲 酒 に つ い て 知 っ て い る 人 の 割 合 の 増 加 ）

・男性
1)

65.4% 75%以上
・女性 62.8% 75%以上
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合
の減少

・男性(1 日当たり摂取量２合以上)
・女性(1 日当たり摂取量１合以上)

1)
19.6%
18.3%

18%以下
16%以下

20 歳未満の者の飲酒をなくす
・中学３年男子

2)

0.6% 0%
・中学３年女子 0.6% 0%
・高校３年男子
・高校３年女子

5.3%
5.5%

0%
0%

妊娠中の飲酒をなくす
・妊娠中の妊婦の飲酒率 3) 1.7% 0%
1)健 康 日 本 21 旭 川 計 画 ア ン ケ ー ト 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
2)す こ や か 北 海 道 21（ 北 海 道 ）（ 基 準 値 ： 令 和 5 年 度 ）
3)健 や か 親 子 21（ ２ 次 ） に 基 づ く 調 査 （ 旭 川 市 ）（ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
※ 目 標 値 の 考 え 方 は ， 第 5 章 計 画 の 評 価 資 料 編 57 ペ ー ジ 参 照
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（５）主な取組

取組 内容
ライフステージ

妊/乳 学 青 壮 ｼ ﾆ ｱ

あ さ ひ か わ 健 幸
アプリの活用

l 自身 の飲酒習慣を 見直す機会 として，健幸
ア プリ を 活用 した 情 報発 信 等 によ る 節度 あ
る適度な飲酒量の意識付け

● ● ●

飲 酒 リ ス ク に 関
す る 教 育 や 普 及
啓発の推進

l 教育機関や妊産婦に対し，20 歳未満の者及
び妊 産婦における 飲酒のリス クに関する教
育の実施

● ●

l イベント等 の機 会を 通じた 飲酒が 及ぼ す健
康問題等の知識の普及啓発 ● ● ● ● ●

節 度 あ る 飲 酒 に
関 す る 指 導 の 実
施

l 健康 診断や保健指 導等を機会 とした節度あ
る飲 酒の量を理解 し，生活に 取り入れるた
めの意識付けの支援

● ● ●
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（１）現状と課題

平成 30 年 7 月に 改正され ，令和 2 年 4 月に施行され た健康増 進法により ，本
市においても受動喫煙防止対策が大きく前進し，第２次総合評価において，喫煙
率は全体的に改善傾向にありますが，目標値には達していません。また，令和元
年 度 の 国 の 調 査 結 果 に よ る 20 歳 以 上 の 者 の 喫 煙 率 は ， 男 性 が 27.1％ ， 女 性 が
7.6％であり，本市の喫煙率は国と比べて男女ともに高い状態です。

たばこによる健康への悪影響は科学的に明らかになっており，特に胎児や小児
等をはじめとした未成年における健康面への影響は大きく，喫煙開始年齢が低い
とがんや心筋梗塞など重篤な病気にかかりやすくなることや，ニコチンへの依存
度が高くなることが報告されています。そのため，子供をはじめ，親を含めた周
囲の大人が喫煙の健康に対する悪影響を正しく理解し，地域全体で受動喫煙防止
対策に取り組むことが重要です。

特に妊娠中の禁煙支援の介入は，たばこの煙のない家庭をつくる上で重要な入
り口となるため，引き続き，妊産婦やその家族に向け情報提供を行う必要があり
ます。

喫煙者の 20～50％が発症するとされている慢性閉塞性肺疾患（COPD）におけ
る標準化死亡率（ＳＭＲ）（2010 年（平成 22 年）～2019 年（令和元年））は 90.3
であり，北海道の 92.0 と比較しても低く，本市の死因（Ｒ３）で見ても，死亡者
数の割合は 1.36%と低い状況です。本市において，COPD による死亡者は 65 歳以
上の高齢者であり，高齢化率が高い本市においても増加する可能性があることか
ら，死亡者数の推移を注視するとともに，喫煙対策により発症予防に取り組む必
要があります。

健康日本 21 旭川計画アンケート調査（令和 4 年度）

【喫煙の状況】
たばこを吸っている人の状況

分野５ 喫煙

30.7%

16.2%

22.7%

30.6%

14.7%

22.2%23.6%

15.2%

18.8%

0%

10%

20%

30%

40%

男性 女性 計

N=703，N=563，N=438 N=859，N=626，N=579 N=1,562，N=1,189，N=1,017

H23年度調査 H28年度調査 R4年度調査

※各年齢階級の母数Nは，左側がH23年度調査，中央がH28年度調査，右側がR4調査のもの。
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喫煙に対する意識

（２）取組の方向性

禁煙希望者等へ喫煙のリスクや禁煙治療についての正しい情報提供を行うとと
もに，望まない受動喫煙を生じさせることがないよう，健康増進法の趣旨の広報
を継続し，規制外の場所での「配慮」に関しても，施設管理者や市民へ啓発活動
を行い，市民全体の意識の向上を図ります。

妊産婦や若い世代のたばこへの暴露の低減に向け，母子健康手帳発行時や新生
児訪問の機会を活用し，たばこと受動喫煙による健康被害，たばこの依存性，新
型たばこのリスク等の情報提供を行うとともに，小中学生を対象とした喫煙防止
教室等において，若い世代の喫煙を防ぐ取組を行います。

国の法的規制の強化や保健医療制度等の動向を注視しつつ，健診事後の禁煙指
導，職場等への普及啓発，各種施設等への指導及び助言を継続します。

（３）目標

n 20 歳以上の者の喫煙率を減らします

n 妊娠中及び 20 歳未満の者の喫煙をなくします

36.9%

36.9%

26.2%

23.9%

46.6%

29.5%

30.9%

41.4%

27.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

やめたいとは思わない

本数を減らしたい

やめたい

男性（N=103）

女性（N=88）

計（N=191）
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（４）目標値

（５）主な取組

指標 基準値 目標値 ※

成人の喫煙率の減少
・男性

1)
23.6% 17%以下

・女性 15.2% 10％以下
受動喫煙の防止

・改正健康増進法により全ての施設が原則屋内禁煙とな
ったことを知っている人の割合 1)

62.6% 90%以上

・他人のたばこの煙を吸ってしまうことがある人の割合 31.5% 18%以下
妊娠中の喫煙率の減少 2) 3.9% 0％
20 歳未満の者の喫煙率の減少

・中学 3 年男子

3)

0.3% 0％
・中学 3 年女子
・高校 3 年男子

0.1%
1.8%

0％
0％

・高校 3 年女子 0.4% 0％
1)健 康 日 本 21 旭 川 計 画 ア ン ケ ー ト 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
2)「 健 や か 親 子 21（ 第 ２ 次 ）」 に 基 づ く 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
3) す こ や か 北 海 道 21（ 北 海 道 ）（ 基 準 値 ： 令 和 5 年 度 ）
※ 目 標 値 の 考 え 方 は ， 第 5 章 計 画 の 評 価 58 ペ ー ジ 参 照

取組 内容
ライフステージ

妊/乳 学 青 壮 ｼ ﾆ ｱ

喫煙防止対策

l 小・中学生等を対象とした喫煙防止講座の
実施 ●

l 女 性 を 対 象 と し た イベ ン ト や 母 子 健 康 手
帳交付時に，リーフレット等を活用した喫
煙や受動喫煙に関する知識の普及啓発

● ● ●

喫 煙 者 へ の 禁 煙
支援

l 妊産婦や特定保健指導対象者等のうち，喫
煙者に対しリスク（子供の発達発育への影
響・がん・COPD 等）に関する知識の普及
及び禁煙指導

● ● ●

l あ さ ひ か わ 健 幸 ア プリ を 活 用 し た 禁 煙 の
動機付け支援 ● ● ●

l ホ ー ム ペ ー ジ や 乳 幼 児 健 康 診 査 等 の 機 会
を通じた禁煙外来の広報 ● ● ●

受 動 喫 煙 対 策 の
促進

l 食 品 衛 生 協 会 等 の 関 係 団 体 を 通 じ た 改 正
健康増進法に係る周知

l 施 設 等 の 受 動 喫 煙 対 策 に 関 す る 相 談 及 び
指導監督の実施

● ● ● ● ●
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（１）現状と課題

歯と口腔の健康は，食べる喜びや話す楽しみをはじめ，表情を豊かにするなど，
元気でいきいきと，質の高い生活を送るために欠かせないものです。

本市においては，これまでのむし歯予防対策等により，乳幼児期及び学齢期の
むし歯は減少しておりますが，全国平均値には及ばない状況です。そのため，引
き続き，むし歯予防に関する知識の普及と併せ，フッ化物応用に対する理解の促
進とフッ化物洗口の普及促進を継続させていくことが重要です。

また，歯の喪失リスクと全身疾患の重症化リスクを増加させる歯周病について
は，青年期及び壮年期における歯周病を有する人の割合が改善されていないこと
が課題です。歯周病による慢性的な炎症から歯と歯周組織を守り，口腔の状態を
良好に維持することは，全身の健康の保持増進につながります。

更に，シニア期においては，8020運動 ※ ８ の推進等により，多くの歯を有する人
は増加していますが，一方で，咀嚼機能が低下していると感じている割合が50歳
以上から増加傾向にあります。

口腔機能が低下すると，食事量の減少や食事のバランスが悪くなり，体重や筋
量にも影響を及ぼすほか，運動機能や生理機能を正常に保つことが困難になるだ
けでなく，生活習慣病の発症や重症化につながります。口腔を良好な状態に保つ
ためには，歯の数を維持することに加え，咀嚼，嚥下，唾液の分泌等に着目した
取組も重要であり，口腔機能が低下しはじめる壮年期以降の口腔機能の維持・向
上を図っていく必要があります。

健康日本 21 旭川計画アンケート調査（R4）

【歯の保有状況】

分野６ 歯・口腔の健康

42.0%

48.3%

55.8%

34.9%

44.8%

51.6%

24.4%

37.7% 38.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

H23年度調査 H28年度調査 R4年度調査

40歳（35～45歳）で喪失歯なし 60歳（55～65歳）で24歯以上

80歳(75～85歳）で20歯以上

※ ８ 8020 運 動 と は ，「 80 歳 に な っ て も 自 分 の 歯 を 20 本 以 上 保 と う 」と い う 運 動 で す 。20 本

以 上 の 歯 が あ れ ば大 抵 の 食 べ 物 は 噛 み く だ く こ と が で き ， 食 生 活 に ほ ぼ 満 足 す る こ と が で き る

と い わ れ て い ま す 。
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【口腔機能が低下している人の割合】

（２）取組の方向性

むし歯や歯周病の発症・重症化を予防することが，歯の喪失防止と全身疾患の
重症化リスク軽減につながるため，歯周病予防に関する知識の普及と併せて，生
涯を通じた切れ目のない歯科検診の実施と受診勧奨を継続するほか，むし歯予防
に関する知識の普及とフッ化物の応用によるむし歯予防対策を推進します。

また，日常生活で自覚しにくい口腔機能の低下が始まる壮年期以降には，オー
ラルフレイル対策に係る知識の普及啓発と併せて，定期的な歯科検診の機会提供
と受診勧奨を行い，必要に応じて治療や保健指導につなげるなど，口腔機能の維
持・向上，全身の健康の保持増進を図ります。

生涯を通じて食べる喜び，話す楽しみ等の QOL※ ９ の向上を図るためには，乳
幼児期及び学童期において適切な口腔機能を獲得し，壮年期及びシニア期では口
腔機能を維持・向上することが重要です。関係団体等と連携しながら，ライフコ
ースに沿った歯と口腔の健康づくりを図るため，ライフステージごとの特性を踏
まえ，歯と口腔の健康づくりを推進します。

2.6%

1.4%

6.1%

6.8%

10.9%

1.0%

4.9%

6.9%

11.2%

10.0%

0.0%

1.5%

3.6%

6.5%

9.2%

10.5%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性（N=437）
女性（N=578）
全体（N=1,015）

※ ９ QOL と は ， Quality of Life（ ク オ リ ティ ・ オ ブ ・ ラ イフ ） の 略 称 で ，「 生 活 の 質 」「 人 生 の

質 」 等 と 訳 さ れ ま す 。
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（３）目標

（４）目標値

n むし歯や歯周病を有する人を減らします

n 口腔機能の維持・向上を図ります

n 歯科検診受診者を増やします

指標 基準値 目標値 ※

むし歯を有する人の減少
・むし歯のない幼児（3 歳児）の割合
・１2 歳児（中学１年生）の一人平均むし歯数 1)

89.7%
0.79 歯

基準値を上回る
基準値を下回る

歯周病を有する人の減少
・40 歳以上で自覚症状を有する者の割合 2)

36.9% 20%以下

咀嚼機能低下者の減少
・ 半 年 前 に 比 べ て 固 い も の が 食 べ に く く な っ た （ 50 歳 以

上）者の割合
2) 23.4% 20%以下

定期的な歯科検診受診者の増加
・20 歳以上で過去１年間に受診した者の割合

2) 43.2% 53%以上

1)市 乳 幼 児 健 診 及 び 旭 川 市 学 校 保 健 会 学 校 保 健 研 究 録 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
2)健 康 日 本 21 旭 川 計 画 ア ン ケ ー ト 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
※ 目 標 値 の 考 え 方 は ， 第 5 章 計 画 の 評 価 58 ペ ー ジ 参 照
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（５）主な取組

取組 内容 ライフステージ
妊/乳 学 青 壮 ｼ ﾆ ｱ

むし歯予防対策

l むし歯予防に関する知識の普及啓発
l 子育て サーク ル等で の歯科保健 指導の 実

施
● ●

l イベ ント 等を 活 用し たフ ッ化 物塗 布の 普
及促進

l 保育所 ，幼稚 園，学 校等でのフ ッ化物 洗
口推進

● ●

歯周病の予防・重症
化対策

l 歯周病 予防や 全身疾 患との関わ りにつ い
ての普及啓発

l かかり つけ歯 科医に よる定期健 診への 理
解促進

l ホ ーム ペ ージ や デジ タル 広告 等 ，様 々 な
媒体を活用した情報発信

● ● ●

l 歯周病健診の実施と分かりやすい広報
l 他の健 （検） 診事業 との連携に よる受 診

勧奨
● ● ●

口腔機能の維持・向
上のための支援

l オー ラ ルフ レイルに 関す る知 識の 普及 啓
発

l イベ ント を活 用 した 口腔 ケア 等の 情報 発
信

l かかり つけ歯 科医に よる定期健 診への 理
解促進

● ●

l 歯科健診の実施と分かりやすい広報
l 関係機 関と連 携した ，健診受診 者の状 況

に応じ た口腔 ケア関 連情報の提 供及び 指
導

● ●

l 地域 にお ける ボラン ティア 等によ る歯 と
口腔の健康づくりの普及促進

l YouTube「健口体操」等を活用した歯と口
腔の健康づくりの普及促進

● ●

歯 の 健 康 づ く り に
関する情報発信

l 健康教育を活用した周知
l 他の健 （検） 診事業 との連携に よる情 報

発信
l ホームページや SNS，あさひかわ健幸ア

プリ等を活用した情報発信
l 関係団 体と連 携した ，歯の健康 づくり に

関するイベントの開催や啓発事業の実施

● ● ● ● ●
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（１）現状と課題

がんは，昭和５６年以降日本人の死因第１位となっています。本市においても
死因の第１位であり，死亡者全体の約 3 割を占めています。生涯のうちに約２人
に１人ががんに罹患すると推計されており，高齢化に伴い，がんの罹患者や死亡
者の数は今後も増加していくことが見込まれます。国や北海道に先行して高齢化
が進行する本市においてはがん対策を一層推進していくことが必要です。

本市においても国の指針に基づきがん検診を実施していますが，新型コロナウ
イルス感染症の影響で減少した受診率は回復傾向にあるものの，全体的な受診率
は伸び悩んでいます。

がんは早期発見であれば治癒の可能性が高く，治療により身体的・経済的負担
が少なくなるため，がん検診の受診率向上に向けた取組を更に充実させる必要が
あります。

予防可能ながんのリスク因子として，喫煙（受動喫煙を含む。），過度な飲酒，
身体活動の減少，肥満・やせ，野菜・果物不足，食塩の過剰摂取，感染等があげら
れますので，これらに対する対策を行っていくことも重要です。特に，本市は喫
煙率が高く，肺がんの SMR（標準化死亡比）が高い状況にあるため，健康づくり
の取組とも連携し，がん予防のための正しい知識の普及・啓発に取り組む必要が
あります。

また，感染によるがんの発症も日本人のがんの原因の約 20％を占めています。
B 型・ C 型肝炎ウ イルス による 肝が ん，ヒ トパピロー マウ イルスに よる子 宮頸 が
ん，ヘリコバクター・ピロリ菌による胃がんなど，感染によるがんを予防するた
めの知識の普及や感染対策の実施が必要です。

（２）取組の方向性

がん検診の受診率向上のための取組をより一層充実させます。受診しやすい条
件や環境の整備とともに，がん検診受診対象の各世代に向けて最も効果的と考え
られる手法で広報活動を行います。また，これまでの広報媒体とともに，ＳＮＳ
等，各種メディアを活用し受診率の低い若年層に向けてもがん検診の受診勧奨を
行います。

がん検診受診後の要精密検査対象者に対し，受診勧奨を実施することでがんを
早期に発見し，早期の治療につなげることで，がんによる死亡率を低下させるよ
う取り組みます。

領域２ 生活習慣病の発症・重症化予防

分野１ がん



43

第
３
章

健
康
づ
く
り
施
策
と
取
組

第３次健康日本２１旭川計画

更に，市民が正しいがんに関する知識を持ち，自らがん予防に取り組むよう，
出前講座やイベント等の開催など様々な機会を捉え，啓発活動を行います。

（３）目標

（４）目標値

n がん予防の正しい知識の普及・啓発を図ります

n がん検診の受診率向上を図ります

n 定期的ながん検診受診による早期発見・早期治療でがんによる死亡率を減
らします

指標 基準値 目標値 ※

がん検診受診率の向上
・胃がん
・肺がん

1)

5.7％
8.0％

10％以上
11％以上

・大腸がん 11.8％ 16％以上
・子宮がん 28.0％ 34％以上
・乳がん 23.5％ 32％以上

悪性新生物ＳＭＲの減少
・男性

2)
105.2 減少傾向へ

・女性 110.3 減少傾向へ
1)旭 川 市 保 健 所 資 料 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）

2)北 海 道 健 康 づ く り 財 団 算 出 SMR（ 基 準 値 ： 平 成 22 年 ～ 令 和 元 年 ）

※ 目 標 値 の 考 え 方 は ， 第 5 章 計 画 の 評 価 59 ペ ー ジ 参 照
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（５）主な取組

取組 内容
ライフステージ

妊/乳 学 青 壮 ｼ ﾆ ｱ

市 が ん 検 診 及 び
巡 回 が ん 検 診 の
実施

l 胃・肺・大腸・子宮・乳がん検診の受診費用
の 補 助 （ 非 課 税 世 帯 か ら の 申 請 に よ る 免除
券発行含む）。

l 市 内 各 所 に 検 診 会 場 を 設 け る 等 ， 利 便 性の
向上

l 特 定 健 診 等 と の セ ッ ト 型 検 診 や 日 曜 検 診
等，検診受診機会の拡大

l 検 診 手 法 の 拡 大 等 に よ る 多 様 な 受 診 機 会の
提供

● ● ●

受診勧奨

l 子 宮 が ん 検 診 の 受 診 対 象 初 年 度 で あ り ，か
つ 健 康 保 険 証 の 種 類 に よ ら ず ピロ リ 菌 検 査
の 対 象 と な っ て い る 20 歳 の 市 民 に 対 す る
個別勧奨

●

l 胃・肺・大腸及び乳がん検診の受診対象初年
度である 40 歳の市民に対する個別勧奨 ●

l 協定締結企業等と連携した受診勧奨 ● ● ●

l が ん 検 診 受 診 者 の う ち 精 密 検 査 が 必 要 と判
定された方への受診勧奨 ● ● ●

が ん 予 防 の 普 及
啓発

l が ん 予 防 の 意 識 向 上 を 図 る こ と を 目 的 とし
て ， 市 民 に 一 次 予 防 と し て の 生 活 習 慣 の改
善 や ， 二 次 予 防 と し て の 定 期 的 な 検 診 受診
の 重 要 性 に つ い て 知 っ て も ら う た め の 講演
会の実施

● ● ●

l 様 々 な イベ ン ト を 通 じ て 乳 が ん モ デル の 触
診体験やパネル展示等がん予防の普及啓発 ● ● ● ●

l 専門学校等への出前講座による AYA 世代の
女性を対象としたがん予防の普及啓発 ●

l 横 断 幕 や 職 員 の ネ ー ム プレ ー ト で 啓 発 を 実
施 ● ● ● ● ●

広報

l が ん 検 診 の 広 報 及 び 受 診 促 進 の た め ， あさ
ひ か わ 健 幸 ア プリ を 活 用 し た 検 診 の お 知 ら
せや受診によるポイント付与

l SNS やデジ タル広告等 様々な 媒体 を活用し
た広報

● ● ●
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（１）現状と課題

脳血管疾患や心疾患などの循環器病は，壮年期・シニア期に発症することが多
く，死因の上位となっているほか，生活機能の低下や要介護状態を招くなど，そ
の後の生活に直接影響を及ぼす疾患です。そのため，その危険因子となる高血圧，
脂質異常症，糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を防ぎ，コントロールする
ことが大切であり，これら危険因子に深く関与している，栄養，運動，喫煙，飲
酒といった生活習慣の改善が重要です。

旭川市国民健康保険特定健康診査（以下「国保特定健診」という。）では，平成
30 年度以降の受診率は増加傾向ですが，国や道に比べ低い状況です。循環器病や
糖尿病の早期発見，早期治療につなげるため，引き続き受診率の向上に取り組む
ことが必要です。

国保特定健診の結果から，メタボリックシンドローム予備群は減少傾向にあり
ますが，該当者は増加しています。メタボリックシンドロームの進行は，将来の
虚血性心疾患や脳血管疾患等につながる病態であるため，該当者や予備群の割合
を減らすことが課題です。

市民の各疾患の SMR（標準化死亡比）を見ると，本市では，虚血性心疾患，腎
不全による死亡率が特に高くなっています。これらは健康診査での早期発見や早
期治療介入により，状態悪化を遅らせることができる疾患であり，健康診査や重
症化予防に取り組むことが大切です。

（２）取組の方向

生活習慣病の発症予防の知識の普及啓発の取組を継続します。生活習慣は個人
だけでなく，幼少期からの生活環境や社会生活からの影響も受けて形成されるこ
とから，生活習慣の改善を個人だけでなく家族や地域，職場など集団・社会とし
ても取り組める事業展開を推進する必要があります。

自らの健康状態を確認し，生活習慣病の早期発見につなげるため国保特定健診
の受診率の向上に努めます。さらに，重症化予防のための生活習慣の改善や受診
勧奨，治療継続を勧める必要があります。

分野２ 循環器病・糖尿病
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（３）目標

（４）目標値

n 生活習慣病の発症や重症化予防の正しい知識の普及・啓発を図ります

n 生活習慣病の早期発見・重症化予防を図ります

指標 基準値 目標値 ※

・特定健診受診率（法定報告値）の向上 1)
29.8%

（速報値）
60％以上

・特定保健指導実施率（法定報告値）の向上 1)
42.0%

（速報値）
60％以上

・年齢拡大健診（35～39 歳）受診率の向上 1) 10.3% 16％以上

・メタボリックシンドローム該当者の減少 1) 20.5% 18.5％以下

・メタボリックシンドローム予備群の減少 1) 9.8% 7.8％以下

・HbA1c8.0%以上該当者の割合の減少 1) 1.2% 1.0％以下

・Ⅲ度高血圧（180/110mmHg 以上）該当者の割合の
減少 1) 1.1% 0.9%以下

・LDL コレステロール 180mg/dl 以上該当者の割合の
減少 1) 3.1% 2.5％以下
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（５）主な取組

指標 基準値 目標値 ※

・合併症（更生医療で人工透析を受けている人のうち，
原傷名が糖尿病腎症･糖尿病等による人） 2) 319 人 減少傾向へ

・脳血管疾患（SMR）の減少 3) 92.0 減少傾向へ
・虚血性心疾患（SMR）の減少 3) 137.5 100 以下
1)市 国 保 特 定 健 診 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
2)市 障 害 福 祉 課 資 料 （ 基 準 値 ： 令 和 5 年 3 月 末 日 ）
3)北 海 道 健 康 づ く り 財 団 算 出 SMR（ 基 準 値 ： 平 成 22 年 ～ 令 和 元 年 ）
※ 目 標 値 の 考 え 方 は ， 第 5 章 計 画 の 評 価 59 ペ ー ジ 参 照

取組 内容
ライフステージ

妊/乳 学 青 壮 ｼ ﾆ ｱ

循 環 器 疾 患 や 糖
尿 病 に 関 す る 普
及啓発

l 地 域 や 職 場 ， イベ ン ト な どの 健 康 教 育 や
ICT を利用した学習機会の提供などを通し
た 循 環 器 疾 患 や 糖 尿 病 に 関 す る 知 識 の 普
及

● ● ● ● ●

旭 川 市 国 保 特 定
健診

l 旭川市国保に加入されている 40～74 歳の
市民の健康診査の実施 ● ●

特定健診受診率
向上事業

l 受診率向上を目的として，健診体制の充実
や，未受診者に対するはがき，電話，訪問
による個別受診勧奨等の実施

● ●

特 定 保 健 指 導 事
業

l 国 が 定 め る 特 定 保 健 指 導 の 実 施 に よ る 生
活習慣病の発症や重症化予防 ● ●

年 齢 拡 大 健 診 ・
保健指導事業

l 35～39 歳の被保険者に対し，40 歳以上の
特 定 健 診 及 び 各 種 保 健 指 導 と 同 等 の 事 業
を 実 施 す る こ と に よ る 生 活 習 慣 病 の 発 症
予防・重症化予防

●

生 活 保 護 受 給 者
等健康診査

l 40 歳 以 上 の 医 療 保 険 未 加 入 の 生 活 保 護 受
給者等に対し，特定健康診査と同様の健康
診査を実施。健診の結果から保健指導が必
要な者に対する保健指導を実施

● ●

未 治 療 者 受 診 勧
奨事業

l 生 活 習 慣 病 が 疑 わ れ る 医 療 機 関 未 受 診 者
に対し，受診勧奨と保健指導を併せて行う
ことによる重症化予防

● ● ●

生 活 習 慣 病 重 症
化予防事業

l 生活習慣病治療中者のうち，コントロール
不良者に対し，医療機関と連携した保健指
導を実施することによる重症化予防

● ● ●

糖 尿 病 性 腎 症 重
症化予防事業

l 糖 尿 病 が 疑 わ れ る 医 療 機 関 未 受 診 者 等 に
受診勧奨を行うと共に，糖尿病性腎症ハイ
リ ス ク 者 に 対 す る 医 療 機 関 と 連 携 し た 保
健 指 導 を 行 う こ と に よ る 人 工 透 析 等 の 重
症化予防

● ●

健康相談 l 心身の健康に関する個別の相談に応じ，必
要な指導及び助言の実施 ● ● ● ● ●
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（１）現状と課題

新型コロナウイルス感染症の流行拡大による影響もあり，個人の社会的なつな
がりが減少していると推測されています。社会とのつながりは，精神的健康，身
体的健康，健康習慣，死亡リスクなどの結果に良い影響を与えることが明らかに
なっています。社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持等は，認知症の発
症を遅らせることができる可能性が示唆されていることから，高齢化率が高い本
市において，シニア期（65 歳以上）の QOL を高めるためにも社会参加 が重要で
す。

令和 4 年度に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では，65 歳以上で要
介護の認定を受けていない市民のうち，「週 1 回以上の地域活動に参加している」
は 42.1％となっており，最も多かった活動は収入のある仕事で 19.7％でした。就
労的活動や地域での活動参加など，社会とつながりを持ちながら過ごせる環境の
整備が必要です。

こころの健康の維持や向上に関しては，それぞれが自分なりのストレスへの対
処法を身に付けることに加え，職域等各コミュニティにおいてメンタルヘルス対
策に取り組むこと，自殺の危険を示すサインに気づき，適切な対応を図ることが
できるゲートキーパーの人数を増加させるような環境整備を行う必要がありま
す。

（２）取組の方向性

就労的活動や地域活動等，生涯にわたって社会とのつながりを持ち続けること
ができるよう，社会参加の場の情報提供や地域での通いの場や活動団体等の活動
支援を行います。

また，各種講座や相談を行うとともに，関係団体と連携し，こころの健康やメ
ンタルヘルス対策に関する効果的な普及啓発活動を推進します。

（３）目標

基本施策２ 誰もが健康づくりに取り組める環境の整備

社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上

n 社会とのつながりを持ち続けることができる環境を整備します

n ストレスと上手につき合える人を増やします
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（４）目標値

（５）主な取組

指標 基準値 目標値 ※

・週 1 回以上地域での活動に参加している高齢者の割合
の増加 1) 42.1% 47%以上

・メンタルヘルス対策に取り組む事業場の増加 2) 21.5% 30%以上

・ゲートキーパーの増加 3) 263 名 1,500 名以上

・ストレス解消法を知っている人の割合の増加 4) 70.7% 90%以上

1)介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 圏 域 ニ ー ズ 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
2)旭 川 市 労 働 基 本 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 3 年 度 ）
3)市 ゲ ー ト キ ー パ ー 養 成 研 修 （ 市 民 受 講 者 数 ）（ 基 準 値 ： 令 和 5 年 3 月 末 日 ）
4)健 康 日 本 ２ １ 旭 川 計 画 ア ン ケ ー ト 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
※ 目 標 値 の 考 え 方 は ， 第 5 章 計 画 の 評 価 60 ペ ー ジ 参 照

取組 内容
ライフステージ

妊/乳 学 青 壮 ｼ ﾆ ｱ

高 齢 者 の 就 労 的 活 動
の支援

l 高 齢 者 の 知 識 や 技術 を 生 か し た 就 労
的活動につなげるための支援 ●

地 域 支 え 合 い 活 動 の
推進

l 地 域 に お け る ボ ラ ン ティ ア 活 動 等 ，
支え合い活動への参加の推進 ● ● ● ●

地 域 で 活 動 し て い る
サ ー ク ル 等 活 動 団 体
の広報

l 地 域 で 活 動 し て いる 多 種 多 様 な サ ー
クル活動への参加の推進 ● ● ● ● ●

ス ト レ ス 等 メ ン タ ル
ヘ ル ス に 関 す る 普 及
啓発

l 正 し い 知 識 を 普 及し ， ス ト レ ス チ ェ
ッ ク や ス ト レ ス との 付 き 合 い 方 等 の
自 分 自 身 の メ ン タル ヘ ル ス に つ い て
学ぶ機会の提供

● ● ● ● ●

ゲ ー ト キ ー パ ー の 養
成

l 自 殺 に 追 い 込 ま れる 危 機 に 陥 っ た 人
の 心 情 や 背 景 へ の理 解 を 深 め ， 市 民
の 身 近 で 自 殺 対 策に 関 わ る 役 割 を 持
つ人材であるゲートキーパーの養成

● ● ● ●
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（１）現状と課題

市民が主体的に健康づくりに取り組めるよう市民広報やホームページ，個別案
内など様々な媒体を活用し，各事業を広報してきましたが，第２次総合評価にお
いては，市の健康に関する取組について約 40％が「わからない」と回答 し，「充
実していない」「あまり充実していない」と回答した理由については，「市の健康
に関する取組についてあまり知らない」が半数以上でした。

SNS やデジタル広告等を活用し，自然と目に入る情報発信を強化していくこと
が必要です。

ま た， 行動 経 済 学の ナッ ジ ※ 10 理 論 を活 用し た 効果 的 な普及 啓 発 の実 践や 健 康
を目的としていないイベント等も活用したウォーキングイベント等や外 出を促進
する取組により，健康を意識しなくても自然に身体活動の増加につながる取組を
進めていく必要があります。

（２）取組の方向性

これまでの紙媒体での普及啓発活動に加え，SNS やスマホアプリのプッシュ通
知，デジタル広告等を活用した情報発信を強化します。

あさひかわ健幸アプリを活用し，楽しみながら健康づくりに取り組めるよう機
能を充実させます。また，様々なイベント等と連携し，身体活動の増加に取り組
みます。

（３）目標

（４）目標値

自然に健康になれる環境の整備

n 健康に関する意識の向上を図ります

指標 基準値 目標値 ※

・ふだんから，健康のために何か取り組んでいる者の
割合の増加

1) 48.6% 60%以上

・あさひかわ健幸アプリダウンロード者数 2)
運 用 開 始 と な
る 令 和 6 年 度 の
利 用 者 数 を 基
準 値 と す る

15,000 人以上

1)旭 川 市 民 ア ン ケ ー ト 調 査 （ 基 準 値 ： 令 和 4 年 度 ）
2)あ さ ひ か わ 健 幸 ア プリ ダウ ン ロ ー ド 者 数 （ 基 準 値 ： 令 和 6 年 度 ）
※ 目 標 値 の 考 え 方 は ， 第 5 章 計 画 の 評 価 60 ペ ー ジ 参 照

※ 10 ナ ッ ジ （ nudge） と は ， 行 動 科 学 の 知 見 の 活 用 に よ り ， 人 々 が 自 分 自 身 に と っ て よ り 良
い 選 択 を 自 発 的 に 取 れ る よ う に 手 助 け す る 政 策 手 法 を 言 い ま す 。
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（５）主な取組

取組 内容
ライフステージ

妊/乳 学 青 壮 ｼ ﾆ ｱ

あ さ ひ か わ 健 幸
ア プリ を 活 用 し
た 健 康 増 進 活 動
の推進【再掲】

l アプリを活用し，歩数計測，ラジオ体操の
実施，イベント等への参加に対してポイン
トを付与することにより，健康増進活動の
動機付けと習慣化の支援

● ● ●

イベ ン ト 等 を 通
じ た 健 康 増 進 活
動の推進

l イベ ン ト 等 に お け る 体 験 を 通 じ た 健 康 づ
くりに係る普及啓発 ● ● ● ● ●

健 康 づ く り 情 報
の発信

l ホームページ，SNS，デジタル広告等を活
用した情報発信 ● ● ●

関 係 機 関 ・ 団
体 ・ 行 政 が 連 携
した取組

l 各 種 の イベ ン ト や 事 業 を 通 じ た 連 携 の 強
化 ● ● ● ● ●



52

第３次健康日本２１旭川計画

第
４
章

計
画
の
推
進

（１）PDCA サイクル

本計画では，目標の達成に向け，実施した取組を評価し，改善しながら進めていく
PDCA サイクル ※ 11 に基づき，進行管理を行います。

本計画の取組等については，「健康日本 21 旭川計画等庁内推進会議」「旭川市保健
所運営協議会」等において，実施状況の確認や改善に向けた検討を行い，計画の実効
性を高めていきます。

中間評価時には，アンケート調査を実施し，目標の進捗状況について評価を行うと
ともに，関連計画の進捗状況についても勘案し，目標や目標値の見直しについて検討
を行います。

また，国から「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」等に
おいて示された枠組み・考え方に基づき，自治体において実際に行う方策等について
の「アクションプラン」が令和６年度以降に示されることとされています。国の動向
を注視し，当該プランに示される方策等に応じた改善を行いながら本計画の取組を推
進します。

（２）多様な主体による推進

本計画の推進に当たっては，多様
な主体と連携・協働しながら，取組
を進めていく必要があります。
関係機関や団体，協定締結企業との
連携を強化し，各分野における目標
達成のための取組を推進します。

１ 推進体制

第４章 計画の推進

※ 11 PDCA サ イク ル と は ， 計 画 （ Plan）， 実 行 （ Do)， 評 価 （ Check)， 改 善 （ Action)を 継 続
的 に 行 う こ と で ， 最 適 な 手 段 と な る 取 組 や 事 業 の 実 行 を 目 指 す マ ネ ジ メ ン ト の 手 法 で す 。

計画の推進

令 和 6 年 度
（ 2024 年 度 ）

中間評価 総合評価 次期計画策定
令 和 11 年 度

（ 2029 年 度 ）
令 和 16～ 17 年 度

（ 2034～ 2035 年 度 ）
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l 主な関係機関・団体等

l 健康づくりに関連した連携を行う主な協定締結先

地域

旭川食生活改善協議会

旭川市スポーツ推進委員
総合型地域スポーツクラブ
あさひかわ食の健康づくり応援の店登録店
旭川市市民委員会

関係団体

一般社団法人 旭川市医師会

一般社団法人 旭川歯科医師会
一般社団法人 旭川薬剤師会
公益社団法人 北海道看護協会上川南支部
公益社団法人 北海道栄養士会旭川支部
北海道歯科衛生士会旭川支部
公益財団法人 旭川市スポーツ協会
旭川障害者スポーツ協会
旭川精神衛生協会
上川中部地域歯科保健推進協議会
あさひかわ健康まつり実行委員会

関係機関
旭川医科大学病院・国立大学法人 旭川医科大学

公益財団法人 北海道対がん協会 旭川がん検診センター
社会福祉法人 旭川市社会福祉協議会

締結年月 連携協定の名称 連携協定の相手方

平成 21 年７月 旭川市がん検診受診率向上プロジェ
クト

旭川信用金庫
東京海上日動火災株式会社
旭川支店

平成 24 年２月 北海道キリンビバレッジ株式会社と
笑顔づくりのパートナー協定の締結

北海道キリンビバレッジ
株式会社

平成 26 年３月 旭川市と株式会社ローソンとの包括
連携協定 株式会社ローソン

平成 27 年１月 旭川市とイオン株式会社との包括連
携協定 イオン株式会社

平成 28 年９月 旭川市民の健康づくりの推進に向け
た連携に関する協定 全国健康保険協会北海道支部

平成 29 年１月 健康寿命の延伸に関する包括的連携
協定 中外製薬株式会社札幌支店

平成 30 年２月
株式会社ＶＯＲＥＡＳ，一般社団法
人北海道バレーボールクラブ，公益
財団法人旭川市体育協会及び旭川市
との協力協定

株式会社ＶＯＲＥＡＳ
一般社団法人北海道バレーボ
ールクラブ
公益財団法人旭川市体育協会
（現 旭川市スポーツ協会）
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締結年月 連携協定の名称 連携協定の相手方

令和４年８月 旭川市と日本生命保険相互会社
旭川支社との包括連携協定

日本生命保険相互会社
旭川支社

令和４年８月 旭川市と北海道オール・オリンピア
ンズとの包括連携協定

北海道オール・オリンピア
ンズ

令和４年９月
旭川市と株式会社コンサドーレ及び
一般社団法人コンサドーレ北海道ス
ポーツクラブとの包括連携協定

株式会社コンサドーレ
一般社団法人コンサドーレ
北海道スポーツクラブ

令和５年３月 旭川市と明治安田生命保険相互会社
との包括連携協定 明治安田生命保険相互会社

令和５年 9 月 旭川市と株式会社ニップンとの包括
連携協定 株式会社ニップン

令和５年 12 月 旭川市と第一生命保険株式会社との
包括連携協定 第一生命保険株式会社
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本計画は令和 6（2024）年度から令和 17（2035）年度までを計画期間としています。
令和 11（2029）年度を目途に中間評価を行い，目標達成に向けた課題の明確化，施策
への反映を行います。また，計画期間終了時には，最終評価を行い，評価結果を基に
次期計画に向けた課題と取組の整理・検討を行います。

本計画で設定した指標については，基準値及び評価時点における直近の数値，並び
に目標値と比較し，次の 5 段階の評価により判定します。

１ 評価時期

２ 評価方法

判定区分 判定基準

A
（達成）

直近値が目標値を達成しているもの

B
（改善）

直近値が目標値に向かって基準値より
相対的に 5％以上改善しているもの

C
（維持）

直近 値 が基 準値 から 相 対的に 5％未満
の変化であるもの

D
（悪化）

直近 値 が基 準値 から 相 対的に 5％以上
悪化しているもの

E
（評価困難）

評価困難
新たなデータがないもの

第５章 計画の評価
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１ ） 旭 川 市 保 健 所 （ 令 和 ３ 年 度 ） ２ ） KDB シ ス テム に よ る 算 出 （ 令 和 4 年 度 ）

３ 指標一覧

成果指標

指標 基準値 目標値

健康寿命の延伸 1)

平均寿命（年）

平均寿命の増加分を上
回る健康寿命の増加

男性 80.95
女性 86.51
健康寿命（年）

男性 79.77
女性 83.97

【参考値】
「平均余命」と 2)
「平均自立期間」

平均余命（年）
男性 80.6
女性 86.9

平均自立期間（年）

男性 79.3
女性 84.2

分野別指標

基本施策１ 個人の健康状態の改善

領域１ 生活習慣の改善
分野１ 栄養・食生活

指標 目標値 目標値の考え方
20～ 60 歳 代 男 性 の 肥 満 者 の 割 合 の 減 少 30%未 満

国 の 指 標 を 勘 案
（ 同 様 の 目 標 値 ）

40～ 60 歳 代 女 性 の 肥 満 者 の 割 合 の 減 少 15%未 満
20～ 30 歳 代 女 性 の や せ の 割 合 の 減 少 15%未 満

低 栄 養 傾 向 （ BMI20 以 下 ） の 女 性 高 齢 者 の 割 合
の 減 少

減少傾向へ

旭 川 市 栄 養 調 査 の 結 果 ，
50～ 64 歳 BMI20 以 下 の
者 が 多 く ， 今 後 増 加 が 見
込 ま れ る た め 現 状 か ら の
改 善 を 目 標 と し た 。

小 学 生 （ 5 年 生 ） の 肥 満 傾 向 児 の 減 少 減少傾向へ
現 状 か ら の 改 善 を 目 標 と
し た 。

主 食 ・ 主 菜 ・ 副 菜 を 組 み 合 わ せ た 食 事 が １ 日 ２ 回
以 上 ほ ぼ 毎 日 食 べ て い る 市 民 の 割 合 の 増 加

50%以 上 第 4 次 旭 川 市 食 育 推 進 計
画 の 指 標 を 勘 案
（ 同 様 の 目 標 値 ）野 菜 摂 取 量 の 増 加 350g 以 上

食 塩 摂 取 量 の 減 少 7g 未 満
国 の 指 標 を 勘 案
（ 同 様 の 目 標 値 ）

朝 食 を 欠 食 す る 若 い 世 代 （ 20～ 30 歳 代 ） の 割 合
の 減 少

25%以 下 第 4 次 旭 川 市 食 育 推 進 計
画 の 指 標 を 勘 案
（ 同 様 の 目 標 値 ）

朝 食 を 欠 食 す る 小 学 生 （ 5 年 生 ） の 割 合 の 減 少 5%以 下
朝 食 を 欠 食 す る 中 学 生 （ 2 年 生 ） の 割 合 の 減 少 6%以 下
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分野２ 身体活動・運動
指標 目標値 目標値の考え方

日 常 生 活 に お け る 歩 数 の 増
加 （ 1 日 の 歩 数 の 平 均 値 ）

男 性 20～ 6４ 歳
女 性 20～ 6４ 歳
男 性 65 歳 以 上
女 性 65 歳 以 上

8,000 歩以上
8,000 歩以上
6,000 歩以上
6,000 歩以上

国 の 指 標 を 勘 案
（ 同 様 の 目 標 値 ）

運 動 習 慣 者 の 増 加
（ 1 回 30 分 以 上 の 運 動 を 週
2 回 以 上 実 施 し ， 1 年 以 上
継 続 し て い る 者 の 割 合 ）

男 性 20～ 6４ 歳
女 性 20～ 6４ 歳
男 性 65 歳 以 上
女 性 65 歳 以 上

30%以 上
20%以 上
40%以 上
30%以 上

国 の 数 値 を 大 き く 下 回 っ
て い る こ と か ら ， 基 準 値
を も と に 10％ 以 上 の 増 加
を 目 標 と し た 。

運 動 や ス ポ ー ツ を 習 慣 的 に
行 っ て い る 子 供 の 増 加
（ 1 週 間 の 総 運 動 時 間 （ 学
校 の 授 業 を 除 く 。） が 60 分
以 上 の 割 合 ）

小 学 生

中 学 生

94%以 上

91%以 上

ス ポ ー ツ 推 進 計 画 と 同 様
の 数 値 を 目 標 と し た 。 中
間 評 価 時 に 必 要 に 応 じ て
見 直 し を 行 う 。

分野３ 休養・睡眠
指標 目標値 目標値の考え方

睡 眠 に よ る 休 養 が と れ て い
る 者 の 増 加

ア ン ケ ー ト で 「 十 分
と れ て い る 」「 ま あ
ま あ と れ て い る 」 と
回 答 し た 者

85%以 上
国 の 目 標 値 を 達 成 し て お
り ， 評 価 時 点 で １ ％ ず つ
の 増 加 を 目 標 と し た 。

睡 眠 時 間 が 十 分 に 確 保 で き
て い る 者 の 増 加

ア ン ケ ー ト で ， 睡 眠
時 間 が ６ ～ ９ 時 間
（ 60 歳 以 上 に つ い
て は ， ６ ～ ８ 時 間 ）
と 回 答 し た 者 の 割 合

60%以 上
国 の 指 標 を 勘 案
（ 同 様 の 目 標 値 ）

週 労 働 時 間 40 時 間 を 超 え
る 雇 用 者 の 減 少

旭 川 市 労 働 基 本 調 査
「 １ 週 間 の 所 定 労 働
時 間 」 よ り 算 出

11%以 下

基 準 値 は 過 去 の 評 価 時 点
よ り 10 ポ イン ト 程 度 低 下
し て お り ， 基 準 値 か ら の
減 少 を 目 標 と し た 。

分野４ 飲酒
指標 目標値 目標値の考え方

節 度 あ る 適 度 な 飲 酒 の 知 識 の 普 及
男 性
女 性

75%以 上
75%以 上

更 な る 知 識 の 普 及 を 目 標
に ， 10％ の 上 昇 を 目 標 と
し た 。

生 活 習 慣 病 の リ ス ク を 高 め る 量 ※

を 飲 酒 し て い る 人 の 割 合 の 減 少
※ 男 性 （ 1 日 当 た り 摂 取 量 2 合 以 上 ）

女 性 （ 1 日 当 た り 摂 取 量 1 合 以 上 ）

男 性
女 性

18%以 下
16%以 下

男 女 と も ， 約 １ 割 減 を 目
標 と し た 。

20 歳 未 満 の 者 の 飲 酒 を な く す
（ ※ す こ や か 北 海 道 21 の デー タ）

中 学 3 年 男 子
中 学 3 年 女 子
高 校 3 年 男 子
高 校 3 年 女 子

0%
0%
0%
0%

国 の 指 標 を 勘 案
（ 同 様 の 目 標 値 ）

妊 娠 中 の 飲 酒 を な く す
妊 娠 中 の 飲 酒
率

0%
国 の 指 標 を 勘 案
（ 同 様 の 目 標 値 ）
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分野５ 喫煙
指標 目標値 目標値の考え方

20 歳 以 上 の 者 の 喫 煙 率 の 減 少
男 性
女 性

17%以 下
10%以 下

総 合 評 価 時 の ア ン ケ ー ト
調 査 に お い て ， 喫 煙 を や
め た い と 回 答 し た 者 が す
べ て や め た 場 合 の 喫 煙 率
を 目 標 と し た 。

受 動 喫 煙 の 防 止

改 正 健 康 増 進
法 に よ り 全 て
の 施 設 が 原 則
屋 内 禁 煙 と な
っ た こ と を 知
っ て い る 人 の
割 合

90%以 上

100 ％ に 近 づ け る こ と を
目 標 と し ， 基 準 値 を 勘 案
し て 90％ 以 上 を 目 標 と し
た 。

他 者 の た ばこ
の 煙 を 吸 っ て
し ま う こ と が
あ る 人 の 割 合

18%以 下

総 合 評 価 時 の ア ン ケ ー ト
調 査 に お い て ， 法 規 制 の
対 象 外 と な っ て い る 自 宅
以 外 の 場 所 で の 受 動 喫 煙
が な く な っ た 場 合 の 率 を
目 標 と し た 。

妊 娠 中 の 喫 煙 率 の 減 少
妊 娠 中 の 喫 煙
率

0%
国 の 指 標 を 勘 案
（ 同 様 の 目 標 値 ）

20 歳 未 満 の 者 の 喫 煙 率 の 減 少
（ ※ す こ や か 北 海 道 21 の デー タ）

中 学 3 年 男 子
中 学 3 年 女 子
高 校 3 年 男 子
高 校 3 年 女 子

0%
国 の 指 標 を 勘 案
（ 同 様 の 目 標 値 ）

分野６ 歯・口腔の健康
指標 目標値 目標値の考え方

む し 歯 を 有 す る 人 の 減 少

む し 歯 の な い
幼 児 （ 3 歳
児 ）

基 準 値 を
上 回 る

第 2 次 計 画 に お い て 目 標
値 を 上 回 っ て い る こ と か
ら ， 基 準 値 の 更 な る 改 善
を 目 標 と し た 。

12 歳 児 （ 中
１ ） の 一 人 平
均 む し 歯

基 準 値 を
下 回 る

歯 周 病 を 有 す る 人 の 減 少
40 歳 以 上 で 自
覚 症 状 を 有 す
る

20%以 下
国 の 指 標 を 上 回 っ て い る
こ と か ら ， 国 の 低 減 率 と
同 等 の 目 標 と し た 。

咀 嚼 機 能 低 下 者 の 減 少

半 年 前 に 比 べ
て 固 い も の が
食 べ に く く な
っ た （ 50 歳 以
上 ）

20%以 下
国 の 指 標 を 勘 案
（ 同 様 の 目 標 値 ）

定 期 的 な 歯 科 検 診 受 診 者 の 増 加
20 歳 以 上 で 過
去 １ 年 間 に 受
診

53%以 上

国 の 数 値 を 大 き く 下 回 っ
て い る こ と か ら 基 準 値 を
も と に 10％ 以 上 の 増 加 を
目 指 し ， 国 の 指 標 に 近 づ
け る 目 標 と し た 。
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領域２ 生活習慣病の発症・重症化予防
分野１ がん

指標 目標値 目標値の考え方

が ん 検 診 の 受 診 率 の 向 上

胃 が ん
肺 が ん
大 腸 が ん
子 宮 が ん
乳 が ん

10%以 上
11%以 上
16%以 上
34%以 上
32%以 上

国 の 目 標 値 を 大 幅 に 下 回
っ て い る た め ， 増 加 分 の
比 率 で 目 標 値 を 算 出 。 算
出 し た 値 が 第 2 次 計 画 よ
り 低 く な っ た 胃 が ん ， 肺
が ん ， 大 腸 が ん に つ い て
は ，第 2 次 の 数 値 と 同 一 の
目 標 と し た 。

悪 性 新 生 物 Ｓ Ｍ Ｒ の 減 少
男 性
女 性

減少傾向へ

第 ２ 次 の 計 画 策 定 時 は 北
海 道 の 基 準 値 レ ベ ル ま で
低 下 と し て い た が ， 基 準
値 で 北 海 道 の 数 値 よ り 低
下 し て い る た め ， 減 少 傾
向 を 目 標 と し た 。

分野２ 循環器病・糖尿病
指標 目標値 目標値の考え方

旭 川 市 国 保 特 定 健 診 受 診 率 の 向 上 60%以 上 国 の 指 標 を 勘 案
（ 同 様 の 目 標 値 ）特 定 保 健 指 導 実 施 率 の 向 上 60%以 上

年 齢 拡 大 健 診 (35～ 39 歳 )受 診 率 の 向 上 16%以 上

旭 川 市 国 民 健 康 保 険 保 健
事 業 実 施 計 画 で 定 め る 目
標 と し た 。 当 該 計 画 の 目
標 値 は 令 和 11 年 度 の 目 標
値 で あ る た め ， 中 間 評 価
時 に 必 要 に 応 じ て 見 直 し
を 行 う 。

メ タボ リ ッ ク シ ン ド ロ ー ム 該 当 者 の 減 少 18.5%以 下
メ タボ リ ッ ク シ ン ド ロ ー ム 予 備 群 の 減 少 7.8%以 下

HbA1ｃ 8.0%以 上 該 当 者 の 割 合 の 減 少 1.0%以 下

Ⅲ 度 高 血 圧 （ 180/110mmHg） 以 上 の 者 の 割 合 の
減 少

0.9%以 下

LDL コ レ ス テロ ー ル 180mg/dl 以 上 該 当 者 の 割 合
の 減 少

2.5%以 下

合 併 症 （ 更 生 医 療 で 人 工 透 析 を 受 け て い る 人 の う
ち ， 原 傷 名 が 糖 尿 病 腎 症 ･糖 尿 病 等 に よ る 人 の 減
少

減 少 傾 向 へ
第 2 次 計 画 の 目 標 を 達 成
し て い る こ と か ら ， 更 な
る 減 少 を 目 標 と し た 。

脳 血 管 疾 患 （ SMR） の 減 少 減 少 傾 向 へ
第 2 次 計 画 の 目 標 を 達 成
し て い な い こ と か ら ， 減
少 傾 向 を 目 標 と し た 。

虚 血 性 心 疾 患 （ SMR） の 減 少 100 以 下

第 2 次 計 画 の 目 標 を 達 成
し て お ら ず ， 減 少 で は な
く 前 回 同 様 の 100 を 目 標
と し た 。
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基本施策２ 誰もが健康づくりに取り組める環境の整備

社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上
指標 目標値 目標値の考え方

週 1 回 以 上 地 域 で の 活 動 に 参 加 し て い る 高 齢 者 の
割 合 の 増 加

47%以 上
国 と 同 様 に 5％ の 増 加 を
目 標 と し た 。

メ ン タル ヘ ル ス 対 策 に 取 り 組 む 事
業 場 の 増 加

「 健 康 経 営 」
に 取 り 組 ん で
い る と 回 答 し
た 事 業 所 の う
ち ， 実 践 し て
い る 内 容 と し
て 「 メ ン タル
ヘ ル ス 対 策 」
と 回 答 し た 事
業 所 の 割 合

30%以 上

過 去 の 調 査 に て ， 20％ 前
半 の 数 値 が 続 い て い る 。
国 の 基 準 値 を 大 き く 下 回
っ て い る た め ， 現 状 を 踏
ま え た 目 標 と し た 。

ゲ ー ト キ ー パ ー の 増 加 （ 累 計 ） 1,500 名以上
年 125 人 の 受 講 を 目 標 と
し た 。

ス ト レ ス 解 消 法 を 知 っ て い る 人 の 割 合 の 増 加 90%以 上
令 和 4 年 度 以 前 は 80％ 前
後 だ っ た こ と を 踏 ま え ，
90％ 以 上 を 目 標 と し た 。

自然に健康になれる環境の整備
指標 目標値 目標値の考え方

ふだ ん か ら ， 健 康 の た め に 何 か 取 り 組 ん で い る 者
の 割 合 の 増 加

60%以 上

ス マ ー ト ウ エ ル ネ ス あ さ
ひ か わ プ ラ ン の 目 標 値
（ R7)を 55%と し て お り ，
更 な る 増 加 を 目 標 と し
た 。

あ さ ひ か わ 健 幸 ア プリ ダウ ン ロ ー ド 者 数 15 ,00 0 人 以 上
他 市 の 状 況 を 踏 ま え ， 人
口 の 約 5 ％ 以 上 を 目 標 と
し た 。




